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を
契
機
に
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
た
。
特
に
後
者
は
律
令
体
制
の
再
建
期
と
い
わ

れ
る
桓
武
胡
研
究
の
集
大
成
の
上
に
、
そ
の
再
検
討
を
提
起
し
、
以
後
権
力
機

構
を
構
成
す
る
貴
族
層
の
分
析
、
地
方
支
配
の
支
柱
た
る
国
司
監
察
制
度
の
分

⑧

析
、
郡
司
制
の
分
析
等
の
面
で
、
研
究
の
進
化
を
も
た
ら
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
桓
武
朝
以
降
の
研
究
は
、
石
母
田
氏
の
提
起
を
う
け
る
形
で

①

進
め
ら
れ
た
が
、
総
体
と
し
て
研
究
者
の
関
心
は
薄
く
著
し
い
立
ち
遅
れ
を
示

し
て
い
る
。
平
安
初
期
政
治
史
の
研
究
史
と
そ
の
視
角
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

別
稿
で
述
べ
加
の
で
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
対
象
で
あ
る
弘
仁
・
天
長
期
が
先
学

の
研
究
の
中
で
如
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
か
を
整
理
し
、
本
稿
で
の
論
点

を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

石
母
田
氏
が
、
平
安
初
期
を
天
皇
家
の
豪
族
化
に
よ
る
相
対
的
政
治
的
安
定

平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)
,

西
別
府
・
　
元

日

期
と
規
定
さ
れ
た
の
を
う
け
、
門
脇
氏
は
小
良
民
の
国
家
へ
の
依
存
に
対
応
し

た
貴
族
層
の
新
嘗
人
-
良
吏
体
制
の
構
築
と
小
農
民
把
捉
に
ょ
む
政
治
体
制
の

安
定
を
説
き
つ
つ
、
弘
仁
十
年
以
降
富
豪
層
対
策
が
変
化
し
て
く
る
こ
と
を
理

由
に
、
政
治
基
調
の
転
換
を
論
じ
ら
れ
た
。
つ
い
で
佐
藤
氏
は
、
新
官
人
-
良

吏
体
制
の
構
築
を
天
長
元
年
の
諸
官
符
か
ら
説
明
さ
れ
、
さ
ら
に
森
田
氏
が
、

土
地
開
発
政
策
の
検
討
か
ら
、
弘
仁
末
・
天
長
初
年
に
大
土
地
経
営
に
権
力
の

基
盤
を
お
き
つ
つ
、
支
配
の
対
象
が
、
個
別
人
身
か
ら
土
地
へ
転
換
す
る
と
論

じ
ら
れ
た
。

弘
仁
・
天
長
期
は
以
上
の
よ
う
に
、
①
富
豪
層
対
策
の
面
、
㊥
土
地
政
策
の

面
、
㊦
良
吏
体
制
と
い
う
太
政
官
と
国
司
と
の
関
係
の
面
か
ら
、
.
時
代
の
転
換

点
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
時
期
を
、
承
和
後
半
期

の
国
政
基
調
の
転
換
を
準
備
し
、
可
能
な
ら
し
め
た
時
代
で
あ
る
と
考
え
る
立

場
か
ら
、
主
と
し
て
先
学
の
提
起
さ
れ
た
問
題
の
再
検
討
を
通
じ
て
こ
の
時
期

の
政
治
基
調
を
明
ら
か
に
し
、
諸
先
学
の
御
批
判
御
叱
正
を
仰
ぎ
た
い
と
考
え

る
。

.



平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

「
古
代
末
期
の
政
治
過
程
お
よ
び
政
治
形
態
」

平
安
初
期
政
治
に
関
す
る
文
献
は
、
『
論
集
日
本
歴
史
2
律
令
国
家
』

解
説
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

門
脇
堕
一
氏
・
「
律
令
体
制
の
変
貌
」
(
『
慧
日
本
歴
史
3
』
所
収
)
、
由

「
天
長
期
の
政
治
史
的
位
置
」
　
(
奈
良
女
子
大
学
文
学
会
研
究
年
報
Ⅶ
)
。

佐
藤
宗
詳
氏
「
九
・
十
世
紀
の
国
家
と
県
民
問
題
」
　
(
甘
木
史
研
究
7
1
)
へ

臥
「
平
安
初
期
の
宮
人
と
律
令
政
治
の
変
質
」
(
史
林
4
7
-
5
)
。
森
田
悌

氏
「
平
安
初
期
政
治
の
一
考
察
」
　
(
日
本
史
研
究
1
3
5
)
・
な
ど
。

①
　
「
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
国
政
基
調
の
転
換
に
つ
い
て
」
　
(
日
本
史
研

軋
1
6
9
)弟

一
節
　
土
地
政
策
に
つ
い
て

の
　
墾
田
法
の
変
遷
に
つ
い
て

律
令
国
家
が
国
家
的
土
地
所
有
に
基
づ
ポ
権
力
機
構
で
あ
る
以
上
、
そ
の
国

家
的
土
地
所
有
の
法
的
表
現
で
あ
る
公
地
制
は
、
権
力
維
持
の
た
め
に
は
、
崩

壊
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
律
令
政
府
は
公
地

制
の
維
持
と
、
公
地
の
拡
大
策
せ
し
て
の
墾
田
開
発
を
不
可
欠
の
政
策
と
し
て

い
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
こ
の
二
つ
の
政
策
を
中
心
に
律
令
政
府
の
政
治
基
調

を
考
察
し
た
い
。
最
初
は
森
田
氏
の
所
詠
を
踏
ま
え
つ
つ
、
開
発
政
策
の
展
開

奈
良
時
代
に
お
け
る
墾
田
漁
の
集
大
成
で
あ
る
天
平
十
五
年
の
墾
田
永
年
私

か
ら
検
討
し
て
い
く
。

⑧

二

財
法
は
、
周
知
の
ご
と
く
抗
日
本
紀
(
措
莞
)
、
弘
亡
格
、
田
令
荒
廃
粂
集
醜

③

古
記
に
み
え
る
が
、
内
容
上
若
干
の
異
同
が
み
ら
れ
る
。
丸
山
忠
綱
・
書
田
孝

両
氏
の
見
解
に
そ
っ
て
復
元
す
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
ろ
う
。

〔A)詔
日
。
如
開
。
墾
田
依
養
老
七
年
格
。
限
溝
之
後
。
依
例
収
授
。
由
是
。

良
夫
怠
倦
。
閑
地
復
荒
。
自
今
以
後
。
任
為
私
財
無
論
三
世
一
身
。
成
悉

〔
B
〕

永
年
英
取
。
其
親
王
一
品
及
一
位
五
百
町
。
二
品
及
二
位
四
百
町
。
三
晶

四
品
及
三
位
三
百
町
。
四
位
二
百
町
。
五
位
盲
町
。
六
位
已
下
八
位
已
上

五
十
町
。
初
位
已
下
至
干
庶
人
十
町
。
但
郡
司
者
。
大
損
少
領
三
十
町
。

主
政
主
帳
十
町
。
若
有
先
給
地
過
多
玄
限
。
便
即
還
公
。
許
作
隠
欺
科
罪

【

C

〕

　

　

　

　

　

　

　

　

　

【

D

〕

.
如
法
。
国
司
在
任
之
日
。
墾
田
一
依
前
格
。
但
人
為
開
田
占
地
者
。
先
就

国
申
請
。
然
後
閑
之
。
不
得
因
五
占
請
百
姓
有
妨
之
地
。
若
授
地
之
後
至

千
三
年
。
本
主
不
悶
着
。
聴
他
人
開
墾
。

永
年
私
財
法
が
異
同
の
あ
る
ま
ま
今
日
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
続
紀
、
弘

仁
格
各
々
の
掃
基
時
の
政
治
的
背
景
の
変
化
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ゐ
ち
に
改
め
て
検
討
し
た
い
。

永
年
私
財
法
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
近
年
多
く
の
注
目
す
べ
き
研
究
が
行
わ

⑤

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
関
心
か
ら
次
の
主
点
に
注
目
し
て
お
き
た

ヽ

　

0

し
V

ま
ず
第
一
に
、
荒
地
で
も
空
閑
地
で
も
治
田
化
さ
れ
た
土
地
は
、
永
年
私
有

を
許
す
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
田
令
荒
廃
条
後
半
部
の
空
閑
地
開

発
に
関
す
る
規
定
を
よ
り
具
体
化
し
、
農
民
に
有
限
的
な
治
田
用
益
権
を
承
認

し
た
三
世
一
身
の
法
(
鵠
笹
を
更
に
徹
底
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
後

⑥

弥
永
貞
三
氏
が
指
摘
さ
れ
た
空
閑
地
と
荒
地
の
混
同
が
は
じ
ま
る
こ
と
で
あ



る
。琴

一
に
、
こ
れ
以
前
の
墾
田
法
が
、
荒
地
な
り
、
空
閑
地
な
り
を
開
墾
し
た

結
果
生
じ
る
治
田
の
み
を
問
題
と
し
て
き
た
の
に
対
し
、
永
年
私
財
法
は
治
田

予
定
地
と
し
て
の
黒
田
を
も
問
題
と
し
て
、
そ
の
占
定
面
積
を
制
限
し
、
更
に

三
年
不
耕
な
ら
ば
そ
の
占
定
地
を
収
公
す
る
と
、
占
定
植
そ
の
も
の
を
制
限
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
は
、
本
稿
の
課
題
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
が
並
も
重
要
と
思
わ
れ
る

が
、
大
宝
令
(
即
約
荒
)
で
、
有
し
て
い
た
開
発
に
関
す
る
権
限
を
和
銅
四
年
十
二

月
丙
午
格
(
舶
)
で
縮
小
さ
れ
て
い
た
国
司
に
、
再
度
開
発
認
可
権
が
与
え
ら
れ

た
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
永
年
私
財
法
竺
方
で
三
世
一
身
法
を
一
歩
進
め
て
治
田

に
対
す
る
用
益
を
永
久
に
認
め
、
慶
雲
年
間
以
降
の
貴
族
の
山
野
占
有
(
認
諾

灯
巳
)
に
対
し
て
は
治
田
予
定
分
と
し
て
制
限
し
た
形
で
そ
の
占
定
を
認
め
、
他

方
そ
の
弊
害
を
解
消
す
る
た
め
占
定
地
の
中
で
の
盈
民
の
「
用
益
」
を
維
持
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
司
が
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
と
い
う
、
極
め
て
現
実
的

調
度
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

・
墾
田
開
発
は
そ
の
後
天
平
神
護
元
年
三
月
丙
申
(
響
寺
院
と
百
姓
の
開
墾

以
外
禁
止
さ
れ
た
。
し
か
し
宝
亀
一
三
年
十
月
十
四
日
官
符
(
詣
瑚
)
で
解
除
さ

れ
、
弘
仁
格
に
引
き
つ
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
弘
仁
格
段
階
の
永
年
私
財

法
を
考
え
る
前
に
、
弘
仁
格
と
続
紀
の
異
同
の
原
因
を
考
え
て
お
き
た
い
。
ま

ず
続
紀
が
〔
A
〕
〔
B
〕
〔
C
〕
の
構
成
を
と
り
、
国
司
の
権
限
に
つ
い
て
の
べ
て

い
な
い
こ
と
を
、
続
紀
の
編
賽
事
情
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

永
年
私
財
法
を
含
む
型
式
天
皇
紀
は
、
淳
仁
朝
に
轟
羞
さ
れ
た
も
の
が
「
語
多

平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

米
旗
。
事
亦
疎
漏
。
」
と
し
て
宝
亀
年
間
に
再
霜
某
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

こ
の
時
は
「
因
循
暫
察
。
意
元
刊
正
」
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
ほ
と
ん
ど
修
正

が
加
え
ら
れ
ず
、
延
暦
年
間
菅
野
黄
道
ら
に
よ
っ
て
徹
底
し
た
修
正
が
加
え
ら

れ
て
現
存
の
形
に
な
っ
た
(
讐
服
譜
蜜
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
統
紀
前
半
部

が
再
編
嘉
さ
れ
た
延
暦
期
に
、
後
述
す
る
ご
と
く
国
司
の
権
限
縮
小
の
方
針
が

と
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
永
年
私
財
法
の
〔
D
〕
の
部
分
も
こ
の
時
に

削
除
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

続
紀
の
〔
A
〕
〔
B
〕
〔
C
〕
と
い
う
構
成
に
対
し
、
弘
仁
格
の
永
年
私
財
法
は

〔
A
〕
〔
C
〕
〔
D
〕
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
〔
B
〕
部
分
が
い
つ
否
定
さ

れ
た
か
は
慎
重
な
検
討
を
翼
す
る
問
題
で
あ
か
、
今
は
宮
城
栄
昌
氏
の
説
に

⑧

従
っ
て
宝
亀
年
間
以
後
に
も
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
く
。
と
す
れ
ば
〔
B
〕

⑨

部
分
は
、
弘
仁
格
編
纂
時
に
既
に
無
効
の
部
分
と
判
断
さ
れ
、
削
除
さ
れ
た
と
い

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
.
か
つ
て
森
田
悌
氏
は
こ
れ
を
大
土
地
所
有
の
容
認

と
解
さ
れ
、
氏
の
平
安
初
期
政
治
史
論
の
論
拠
の
一
つ
と
さ
れ
た
が
、
い
ま
だ

検
討
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
以
下
そ
の
原
因
を
、
国
司
権
限
の
拡
大

に
よ
っ
て
貴
族
層
の
広
大
な
山
野
占
有
を
抑
制
す
る
と
い
う
永
年
私
財
法
の
目

的
に
そ
っ
て
考
察
し
、
こ
の
時
期
の
土
地
政
策
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

⑲

山
野
占
有
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先
学
が
論
じ
ら
れ
て
お
れ
ソ
、

今
更
再
論
の
要
は
な
い
が
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
.
山
野
占
有
禁
止
令
が
延
暦

⑧

大
同
期
に
あ
い
つ
い
で
だ
さ
れ
、
し
か
も
山
野
の
収
公
と
い
う
形
で
従
来
の

「
公
私
共
利
」
と
い
う
抽
象
的
概
念
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
大
土
地
占
有
禁
止
の

意
欲
を
強
く
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
セ
段
階
で
聖
永
年
私
財
法

に
お
け
る
国
司
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
は
実
効
性
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

三



平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

れ
故
こ
の
時
期
に
轟
基
さ
れ
た
統
紀
の
永
年
私
財
法
で
は
、
先
述
の
〔
D
〕
部
分

を
欠
く
構
成
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
政
府
の
山
野
占
有
禁
止
令
は
弘
仁
以
降
暫
く
だ
さ
れ
な
く
な
る
。
こ

れ
は
貴
族
の
山
野
占
有
が
影
を
ひ
そ
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
政
府

が
他
の
方
法
に
よ
っ
で
占
有
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
体
制
を
と
り
始
め
た
こ
と
の
表

れ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
弘
仁
二
年
二
月
三
日
官
符
(
駈
諾
)

の
藤
原
国
人
の
奏
上
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
長
く
な
る
が
、
次
に
そ
の
奏
上
を
掲

げ
て
お
く
。

謹
扱
案
内
。
天
平
十
五
年
五
月
廿
七
日
勅
。
人
為
開
田
占
地
者
。
先
就
国

司
申
請
。
然
後
閑
之
。
不
得
田
正
占
請
百
姓
有
妨
之
地
。
若
受
地
之
後

至
千
一
二
年
本
主
不
開
墾
者
。
聴
他
人
開
墾
者
。
頃
年
占
請
之
準
じ
偏
限
四

至
之
内
。
不
論
町
段
。
是
以
枚
四
至
則
渉
乎
官
舎
人
宅
。
勘
町
段
別
不
満

四
至
之
内
。
求
之
政
道
理
不
合
然
。
望
請
。
自
今
以
後
。
占
請
之
地
一
定

町
段
不
依
四
至
。
庶
令
禁
断
跨
越
。
無
妨
百
姓
者
。

園
人
の
奏
上
に
お
い
て
、
永
年
私
財
法
の
〔
D
〕
部
分
が
引
用
さ
れ
、
三
年
不

耕
の
原
則
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
政
府
が
延
暦
期
の
山
野
占
有
禁
止
政

策
を
放
棄
し
、
国
司
に
ょ
る
占
有
地
認
可
制
を
全
面
に
お
し
だ
し
て
大
土
地
所

有
を
抑
制
し
ょ
う
と
す
る
永
年
私
財
法
の
再
確
認
を
図
っ
た
も
の
と
い
え
よ

う
。
そ
し
て
四
至
点
定
方
式
で
は
広
大
な
面
積
を
一
挙
に
占
訪
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
が
、
面
積
に
よ
る
占
請
で
は
国
司
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
る
か
ぎ

り
、
大
土
地
の
占
請
は
不
可
能
と
な
り
、
官
位
に
よ
る
占
請
面
積
制
限
正
志
車

上
無
意
味
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
弘
亡
二
年
制
で
は
、
政
府
に
一
抹
の
不
安
が
残
っ
た
。
そ
れ
は

四

国
司
が
開
発
占
請
地
の
認
可
権
を
再
々
度
担
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
土
地
占

定
を
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
政
府
は
、
は
や
く
も

翌
三
年
五
月
三
日
官
符
(
配
詔
)
に
お
い
て
国
司
の
土
地
集
積
を
禁
止
し
て
い

る
。か

く
し
て
弘
仁
以
後
墾
田
に
つ
い
て
は
、
国
司
の
発
す
る
公
験
の
有
無
と
三

年
不
耕
の
原
則
が
再
度
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
田
令
荒
廃
条
集
解
跡
記
が
「
還

公
。
謂
郡
司
百
姓
井
土
人
任
国
司
而
話
公
験
開
塾
者
。
永
為
私
財
耳
」
と
し
て

い
る
こ
と
や
、
弘
仁
二
年
正
月
甲
子
条
(
班
)
で
陸
奥
国
で
の
百
姓
墾
田
の
収

公
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
は
、
公
験
の
.
存
在
が
重
要
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
の

表
れ
で
あ
り
、
ま
た
天
長
七
年
長
門
国
に
お
け
る
勅
旨
島
設
置
の
時
に
、
公

験
灼
然
の
地
は
除
外
さ
れ
て
い
る
(
讃
㌍
荒
彗
)
こ
と
、
時
代
は
や
や
降
る

が
、
寛
平
八
年
王
臣
家
が
百
姓
墾
地
を
三
年
不
餅
の
原
則
を
た
て
に
国
司
に
申

請
し
、
こ
れ
を
掠
奪
し
た
(
㌫
能
義
譚
)
こ
と
も
、
開
発
認
可
権
が
国
司
に

与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

永
年
私
財
法
の
〔
B
〕
部
分
は
以
上
の
情
勢
下
で
の
弘
仁
格
の
霜
基
に
際
し
、

も
は
や
法
的
効
力
の
な
い
規
定
と
し
て
削
険
さ
れ
、
か
あ
り
に
続
紀
で
は
削
除

さ
れ
て
い
た
〔
D
〕
部
分
が
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
位
階
に
よ
る
占
定
地
の
制
限

の
破
棄
は
、
私
的
大
土
地
所
有
進
展
の
要
因
と
な
っ
た
が
、
政
府
の
意
図
は
大

土
地
所
有
の
承
認
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
司
の
チ
ェ
プ
ク
機
能
に

期
待
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
的
大
土
地
所
有
を
制
限
し
、
墾
田
予
定
地
を
閑
作

し
、
治
田
化
し
た
者
に
の
み
所
有
を
認
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
一
つ
の
政
策
の

目
的
と
、
そ
の
歴
史
的
役
割
と
採
炭
密
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
の
ご
と
く
、
治
田
に
関
し
て
の
み
所
有
権
を
認
め
た
こ
と
か
ら
す
れ



は
、
永
年
私
財
法
が
平
安
末
の
法
書
『
法
曹
至
要
抄
』
(
誓
諜
巷
)
に
お
い
て
「
現

地
以
閑
人
可
為
領
主
事
」
の
法
源
と
さ
れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
『
法
曹
至
要
抄
』
は
、
永
年
私
財
法
と
と
も
に
弘
仁
十
年

十
一
月
五
日
魔
を
あ
げ
て
い
る
の
で
、
本
項
の
最
後
に
こ
の
格
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
て
お
き
た
い
。

・
太
政
官
符

応
以
閑
廃
地
賜
顧
人
事

右
左
京
拍
解
偶
。
京
中
閑
地
不
少
。
滑
勧
課
令
姦
地
利
者
。
大
納
言
正
三

位
藤
原
朝
臣
冬
嗣
宣
。
奉
勅
。
依
話
者
。
而
不
事
耕
営
。
徒
過
日
月
。
稗

成
薮
澤
。
望
請
。
空
閑
之
地
。
自
今
以
後
。
賜
巽
中
輩
為
常
地
者
。
正
三

位
行
中
約
言
良
峯
胡
臣
安
世
宜
。
奉
勅
。
惣
計
空
閑
地
。
先
中
共
数
重
課

其
主
。
悉
令
耕
超
。
一
年
不
耕
老
収
以
賜
輩
人
。
宕
授
地
之
人
二
年
不
田

老
。
改
賜
他
人
。
遂
以
開
熟
之
人
永
為
彼
地
主
。

弘
仁
十
年
十
一
月
五
私
(
配
詔
)

こ
の
官
符
に
一
見
し
て
矛
盾
の
あ
る
こ
と
は
、
つ
と
に
謙
田
元
一
氏
が
証
明

⑳

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
実
際
の
弘
仁
十
年
十
一
月
五
日
官
符
は
、
天
長
四
年

九
月
廿
六
日
官
符
(
駈
霊
)
に
「
両
拍
解
偶
。
巡
拉
京
中
閑
地
不
少
。
或
貧
家

抹
漏
徒
除
空
地
。
或
高
門
占
買
曽
不
作
営
。
彼
此
閑
廃
多
失
地
利
。
濵
並
加
勧

課
令
益
地
利
者
。
大
納
言
正
三
位
兼
行
左
近
衛
大
将
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝

臣
冬
嗣
宜
。
奉
勅
。
依
請
。
」
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
弘
仁
格
に

の
せ
る
弘
仁
十
年
十
一
月
五
日
官
符
の
内
容
は
、
鎌
田
氏
に
よ
る
と
、
京
中
閑

廃
地
の
開
墾
を
奨
励
す
る
た
め
に
、
ま
ず
旧
来
の
本
主
に
開
墾
を
促
す
と
い
う

弘
仁
十
年
官
符
を
う
け
て
、
本
主
が
奨
励
に
応
じ
な
い
場
合
は
改
め
て
申
請
す

平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
　
(
西
別
府
)

る
者
に
賜
い
、
そ
れ
で
も
二
年
ま
で
に
開
発
で
き
な
い
時
は
、
更
に
他
の
人
に

与
え
」
閑
熟
の
人
を
も
っ
て
地
主
と
す
る
と
い
う
天
長
四
年
官
符
を
省
略
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。

何
故
天
長
四
年
官
符
を
、
弘
仁
十
年
官
符
に
投
影
さ
せ
た
の
か
理
由
は
判
然

と
し
な
い
が
、
平
安
末
の
明
法
家
が
改
ざ
ん
さ
れ
た
弘
仁
十
年
十
一
月
五
日
官

符
の
、
開
熟
の
人
を
地
主
と
な
す
と
い
う
意
味
に
ひ
き
つ
け
て
、
こ
の
弘
仁
十

年
官
符
を
永
年
私
財
法
と
併
置
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
検
討
し
た
こ
と
か
ら
、
弘
仁
以
後
の
土
地
政
策
に
お
い
て
旧
来
の
墾
田

⑳

占
定
関
係
を
否
定
し
、
未
開
の
間
は
百
姓
の
「
用
益
」
を
妨
げ
ず
、
し
か
も
三
年

不
耕
の
原
則
に
よ
っ
て
開
熟
治
田
化
し
た
人
を
地
主
と
な
す
と
い
う
政
策
が
と

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
姿
勢
は
承
和
九
年
三

月
丙
午
条
(
鯛
後
)
に
、
「
宜
准
弘
仁
九
年
四
月
廿
五
日
。
不
問
王
臣
田
。
所
有

水
之
虚
。
任
命
百
姓
耕
作
。
降
種
選
種
之
後
各
帰
其
主
」
と
み
え
る
ご
と
く
、

⑬

旧
来
の
土
地
所
有
関
.
係
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
政
策
と
な
っ
て
表
れ
て

く
る
。

右
の
よ
う
に
弘
仁
期
の
政
府
が
、
国
司
を
中
軸
に
開
墾
政
策
の
実
現
を
図
っ

て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
政
策
が
全
く
国
司
に
委
任
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
弘
仁
十
一
年
十
二
月
廿
六
日
官
符
(
配
霊
)
で
民
部

省
解
に
応
じ
て
、
田
籍
を
除
棄
し
田
図
を
留
置
す
る
こ
と
と
し
」
諸
国
に
田
園

の
上
進
を
命
じ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
政
府
の
積
極
的
な
一
面
と
と
も
に
、

後
述
す
る
ご
と
き
弘
仁
末
年
の
国
司
統
制
策
の
一
環
と
考
え
る
こ
と
が
で
㌢
よ

う
0

耕
地
の
位
置
と
そ
の
用
益
者
を
軋
認
す
る
方
法
は
、
田
令
(
即
紺
)
に
「
給

五



平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

詰
。
具
録
町
段
及
四
至
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
田
籍
に
は
弘
仁
十
一

年
官
符
に
も
「
偏
注
戸
頭
姓
名
口
分
町
段
」
と
あ
る
ご
と
く
口
分
田
し
か
記
載

さ
れ
ず
、
墾
田
に
つ
い
て
は
別
に
墾
田
籍
が
存
在
し
た
。
こ
れ
に
対
し
田
園

⑳

は
、
山
城
国
吉
野
郡
斑
田
園
等
に
み
る
ご
と
く
、
各
坪
毎
に
口
分
田
し
須
田
・

東
田
等
が
総
括
的
に
記
載
さ
れ
る
か
ら
、
政
府
は
従
来
の
田
籍
に
か
え
て
、
耕

地
所
有
状
況
を
的
確
に
把
捉
し
う
る
田
園
に
よ
っ
て
、
土
地
政
策
の
推
進
を
図

ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

用
　
公
地
制
の
維
持
政
策
に
つ
い
て

前
項
に
お
い
て
墾
田
法
の
変
遷
を
検
討
す
る
こ
と
の
中
か
ら
、
弘
仁
初
期
の

政
府
が
国
司
の
権
限
を
拡
大
し
な
が
ら
墾
田
の
開
発
を
促
進
し
ょ
う
と
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
弘
仁
期
の
政
府
の
姿
勢
は
、
従
来
墾

田
法
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
き
た
荒
廃
田
に
つ
い
て
も
、
そ
の
再
開
発
を
奨
励

す
る
政
策
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
。
以
下
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た

い
。田

令
荒
廃
条
は
前
項
で
検
討
し
た
ご
と
く
、
条
文
の
後
半
部
は
漸
次
改
正
さ

れ
て
き
た
が
、
.
由
半
部
は
全
く
改
変
さ
れ
ず
に
き
た
。
そ
れ
は
荒
廃
田
が
、
私

田
・
公
田
を
問
わ
ず
一
度
熱
田
と
し
て
班
田
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
で

あ
り
、
荒
廃
し
て
も
、
未
墾
地
と
は
峻
別
さ
れ
る
べ
き
公
地
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
政
府
は
天
長
元
年
八
月
廿
日
常
荒
田
を
耕
作
し
た
者
に
一
身

⑩

問
紛
食
を
認
め
ス
官
符
(
紀
州
絡
)
を
だ
す
に
い
た
っ
て
い
る
。

八
世
紀
に
は
荒
廃
田
と
不
堪
佃
田
は
大
略
同
義
の
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
荒
廃
田
の
来
黒
地
化
が
進
行
す
る
に
及
ん
で
、
政
府
は
斑
田
の
時
に
斑
給

六

し
て
耕
作
可
能
な
荒
廃
地
と
、
そ
れ
以
外
の
荒
廃
地
を
区
別
す
る
必
要
に
せ
ま

ら
れ
、
こ
こ
に
斑
給
の
対
象
と
さ
れ
る
荒
廃
田
を
不
堪
佃
田
と
称
し
、
対
象
外
の

⑳

田
は
近
田
図
か
ら
別
辞
に
移
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
分
離
の
時
期
は
不
明
で

⑩

あ
る
が
、
延
暦
十
年
頃
に
は
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
別
辞
に

移
さ
れ
た
土
地
も
あ
く
ま
で
国
家
的
土
地
所
有
の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
い

く
ら
か
は
腸
田
と
し
て
親
王
等
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
(
盟
欄
讐
詣
凱
朗
瑠
粂
)
も

あ
っ
た
が
、
多
く
は
良
民
の
再
開
発
や
、
公
力
を
使
っ
て
の
国
司
に
よ
る
再
開

発
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
国
司
の
中
に
は
常
荒
田
を
口
分
田
や
位
田
と
し
て
址
給
す
る
者
も
現

わ
れ
(
望
詣
震
誇
朋
譚
欝
絹
)
て
弊
害
が
生
じ
、
ま
た
凸
民
も
未
墾
地
化

し
た
常
荒
田
の
再
開
発
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
の
で
、
政
府
は
つ
い
に
天
長
元

年
、
.
常
荒
田
に
つ
い
て
は
田
令
荒
廃
条
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
再
開
墾
し
た
著

に
一
身
間
の
用
益
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
荒
廃
田
は
斑
田
制
の
中
に
あ

っ
て
田
令
荒
廃
条
の
適
用
を
う
け
る
不
堪
佃
田
と
、
そ
の
外
に
あ
っ
て
荒
廃
条

を
適
用
さ
れ
な
い
常
荒
田
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

天
長
元
年
格
は
そ
の
後
貞
観
十
二
年
十
二
月
廿
五
日
官
符
(
詣
絡
)
で
、
「
耕

営
未
経
幾
年
身
早
死
去
」
し
た
者
の
子
孫
に
対
し
て
六
年
間
の
耕
作
延
長
を
認

⑳め
、
租
止
天
長
元
年
格
に
准
じ
て
再
開
発
の
六
年
後
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
に
改

め
ら
れ
て
い
る
。

再
開
発
し
た
常
荒
田
に
対
し
一
身
間
の
用
益
を
認
め
た
こ
と
は
、
菊
地
氏
が

指
摘
さ
れ
た
ご
と
く
、
「
口
分
田
以
下
の
熱
田
が
荒
廃
の
段
階
を
へ
て
そ
の

(
国
家
的
-
筆
者
)
一
把
捉
を
脱
し
て
私
有
田
と
化
し
、
班
田
制
の
崩
壊
を
き
た

す
結
果
」
を
も
た
ら
し
た
が
、
政
府
の
意
図
が
あ
く
ま
で
公
地
制
の
維
持
に
あ



っ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
政
治
基
調
を
考
え
る
上
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

常
荒
田
の
一
身
間
用
益
を
認
め
た
こ
と
は
、
確
か
に
荒
廃
条
の
改
変
で
あ

り
、
公
地
制
の
一
歩
後
退
で
あ
っ
た
。
し
か
し
再
開
発
田
の
収
公
期
限
を
延
長

し
て
も
・
原
理
的
に
は
公
地
制
は
崩
壊
し
な
い
の
で
.
あ
告
む
し
ろ
こ
の
政
策

は
、
貞
観
十
二
年
官
符
に
「
公
田
益
閲
」
と
み
.
え
る
ご
と
く
、
公
地
制
振
興
を

意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
く
、
こ
う
し
た
公
地
制
の
維

持
政
策
は
、
川
成
等
に
よ
っ
七
析
出
し
た
土
地
の
私
有
化
を
禁
止
し
た
延
暦
廿

三
年
四
月
廿
七
日
格
(
哲
と
も
一
脈
相
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

常
荒
田
の
再
開
発
問
題
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
府
の
基
調
が
、
あ
く
ま
で

も
公
地
制
を
維
持
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
L
の
時
期
政
府
が

①

斑
田
の
六
年
一
斑
と
諸
国
共
斑
に
努
力
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ

る
。そ

れ
は
政
府
が
弘
仁
五
年
七
月
廿
四
日
勒
(
脱
)
に
お
い
て
「
夫
六
竺
斑
。

令
粂
立
制
。
理
須
依
其
年
限
。
諸
国
共
斑
。
而
大
同
以
来
。
疾
疫
開
発
。
諸
国

立
田
。
零
童
者
多
。
倍
干
適
法
。
理
不
可
然
。
宜
符
後
証
之
国
満
於
年
限
。
一

合
校
斑
。
」
と
六
年
一
喝
諸
国
共
斑
方
式
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら⑳

か
で
あ
る
。
諸
国
共
斑
方
式
が
以
後
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
六
年
一
斑
に
つ
い
て
は
そ
の
励
行
に
努
力
が
払
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

延
暦
十
九
年
の
班
田
が
、
前
回
か
ら
の
遅
延
に
ょ
っ
て
籍
年
と
同
年
に
な
る

と
い
う
異
常
事
態
に
よ
り
、
延
暦
廿
年
一
紀
一
斑
制
が
だ
さ
れ
た
。
し
か
し
こ

の
延
暦
廿
年
制
は
造
籍
と
班
田
の
時
期
を
調
節
す
る
た
め
の
方
策
で
あ
っ
て
、

⑳

六
年
一
班
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
大
同
三
年
に
は
従
来
通
り
六
年
一
班

平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
酉
別
府
)

が
複
活
し
た
(
蒜
諸
宗
琵
元
年
)
が
、
こ
の
時
は
弘
仁
三
年
ま
で
斑
田
が
遅
延

す
る
国
も
あ
り
、
弘
仁
五
年
勅
の
発
布
を
み
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
l

六
年
一
斑
・
諮
国
共
斑
が
再
確
認
さ
れ
た
後
、
弘
仁
十
一
年
に
は
近
田
の
報

告
を
田
籍
か
ら
田
図
に
変
更
し
、
.
弘
仁
十
二
年
に
は
「
累
年
不
稔
。
百
姓
彫

弊
。
」
を
理
由
に
斑
内
で
も
国
司
に
校
班
田
を
委
任
す
受
い
う
方
式
(
霜
睾

㌫
担
。
)
を
取
ろ
う
と
し
た
が
、
承
和
元
年
二
月
三
日
官
符
(
竃
瑾
)
に
「
去
弘

仁
元
年
斑
田
。
天
長
五
年
又
授
。
不
擴
徽
後
之
格
既
隔
十
九
箇
年
。
」
と
あ
る
ご

と
く
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
天
長
三
年
に
校
田
任
を
任
命
(
崇

話
等
し
ゃ
班
田
実
施
に
踏
み
切
り
、
つ
い
に
天
長
五
年
班
田
を
実
現
し

た
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
斑
田
自
体
が
困
姪
に
な
り
つ
つ
あ
る
情
況
下
で

も
、
試
行
錯
誤
し
っ
つ
班
田
制
を
維
持
し
ょ
う
と
す
る
姿
勢
の
中
に
、
公
地
制

を
維
持
し
ょ
う
と
す
る
当
時
の
政
府
の
政
治
基
調
を
う
か
が
い
し
る
こ
と
が
で

き
る
。以

上
本
節
で
は
、
墾
田
法
、
常
荒
田
の
再
開
発
、
班
田
制
の
展
開
等
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
學
」
の
時
期
の
政
府
が
、
社
会
情
況
の
変
化
の
中

で
、
国
司
を
中
心
に
し
て
地
方
政
治
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
せ
ん
と
し
、
律
令

法
に
改
変
を
加
え
つ
つ
も
律
令
制
の
原
理
を
維
持
し
ょ
う
と
す
る
政
治
基
調
を

も
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
え
た
と
考
え
る
。

註
①
公
地
割
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
最
近
吉
村
武
彦
氏
(
款
離
豊
誓
豊
監

愕
冊
舷
)
が
新
し
い
概
念
を
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
従
来
の
概
念

で
考
え
て
い
る
。

②
　
田
令
か
ら
墾
田
永
年
私
財
法
へ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
紙
数
の
関
係
に
よ

七



平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

り
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

③
　
「
墾
田
永
世
私
財
法
に
つ
い
て
」
　
(
法
政
史
学
曇

④
　
「
墾
田
永
世
私
財
法
の
変
質
」
(
『
日
本
社
会
経
済
史
研
究
帽
Ⅲ
霜
』
所

収
)

⑤
　
菊
地
康
明
氏
『
日
本
古
代
土
地
所
有
の
研
究
』
棚
田
、
吉
田
孝
氏
「
公
地

公
民
に
つ
い
て
」
(
『
続
日
本
古
代
史
論
集
』
所
収
)
な
ど
参
照
。

⑥
　
「
律
令
制
的
土
地
所
有
」
(
『
豊
日
本
歴
史
3
』
所
収
)

⑦
川
上
多
助
氏
(
叫
蟹
豊
史
)
や
滝
川
政
次
郎
氏
(
鮎
譚
噂
禦
撃
は
、
・

宝
亀
三
年
格
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

⑧
　
「
宝
亀
三
年
の
墾
田
永
代
私
有
令
に
つ
い
て
」
　
(
歴
史
教
育
7
-
5
)

⑨
　
吉
田
・
丸
山
両
氏
も
こ
の
時
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

⑲
　
弥
永
・
吉
村
両
氏
前
掲
論
文
、
丸
山
幸
彦
氏
「
九
世
紀
に
お
け
る
大
土

地
所
有
の
展
開
」
(
史
林
5
0
-
4
)
、
戸
田
芳
実
氏
『
日
本
餞
主
制
成
立
史

の
研
究
』
(
鞘
八
)

㊥
　
延
暦
三
年
十
二
月
庚
辰
条
(
響
同
十
年
六
月
甲
寅
条
(
響
同
十
七

年
十
二
月
八
日
官
符
(
記
譜
)
、
同
十
八
年
十
二
月
甲
東
条
(
響
同
十
九

年
四
月
丁
丑
条
(
響
大
同
元
年
六
月
英
己
粂
(
響
同
年
閏
六
_
己

・
条
(
響
同
年
八
月
廿
五
日
官
符
(
配
諾
)
。

㊥
　
延
暦
十
七
年
官
符
が
「
墾
臥
地
考
.
未
開
之
問
。
所
有
草
木
亦
令
共

・
採
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
山
野
占
有
禁
止
令
と
墾
田
永
年
私
財
法
の
臥

的
が
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

・
▼
⑲
　
「
弘
仁
格
式
の
揖
進
と
施
行
に
つ
い
て
」
(
『
古
代
国
家
の
形
成
と
展

詔
』
所
収
)

八

㊥
　
東
大
寺
開
田
図
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
ケ
な
占
定
さ
れ
た
荒
野
な
ど
は
、

農
民
の
「
用
益
」
は
実
質
的
に
否
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑯
　
延
暦
七
年
四
月
戊
子
条
(
甜
)
に
一
度
み
え
る
。

⑯
　
官
本
政
氏
「
山
城
国
吉
野
郡
班
田
図
に
つ
い
て
」
(
続
日
本
紀
研
究

6
-
3
)
参
照
。

㊥
　
常
荒
田
に
つ
い
て
は
坂
本
畢
二
氏
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
空
相
参

照
。

㊥
　
こ
の
規
定
は
延
喜
式
巻
廿
二
民
部
上
に
ま
で
ひ
き
つ
が
れ
て
い
る
。

㊥
　
延
暦
十
年
五
月
成
子
条
(
捕
)
に
「
諸
国
司
等
校
収
常
荒
不
用
之
田
。
以

斑
百
姓
口
分
」
と
あ
る
。

⑳
・
再
開
発
し
た
常
荒
田
は
、
再
開
発
者
が
死
亡
し
た
後
は
収
公
さ
れ
て
公

.
田
と
な
る
か
ら
、
田
令
荒
廃
条
の
借
田
期
間
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
。

㊨
　
こ
の
時
期
の
土
田
制
に
つ
い
て
は
虎
尾
俊
哉
氏
『
班
田
収
技
法
の
研

究
』
、
林
陸
郎
氏
「
平
安
時
代
の
校
璋
田
」
(
国
学
院
雑
誌
5
9
-
3
・
4
)

参
照
。

⑳
　
仁
寿
三
年
五
月
廿
五
日
官
符
(
駕
瑚
)
で
は
、
校
田
に
つ
い
て
の
み
、

各
国
の
判
断
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。

㊨
　
承
和
元
年
二
月
三
日
官
符
(
鑑
真
)
に
「
校
正
多
煩
一
紀
一
行
」
と
あ

る
の
み
で
、
延
暦
廿
年
制
が
制
度
的
改
変
で
あ
っ
た
か
、
一
時
的
便
法
で

あ
っ
た
か
判
断
の
材
料
に
乏
し
い
が
、
こ
こ
で
は
本
文
の
ご
と
く
考
え
て

お
く
。

㊥
　
こ
の
校
斑
田
使
派
遣
が
、
天
長
期
の
国
司
統
制
策
の
一
環
で
あ
っ
た
こ

と
に
注
白
し
て
お
き
た
い
。



第
二
節
　
富
豪
の
輩
対
策
に
つ
い
て

七
世
紀
以
降
の
階
級
分
化
と
、
そ
の
矛
盾
に
対
応
し
て
成
立
し
た
律
令
国
家

は
、
す
で
に
そ
の
成
立
段
階
に
お
い
て
、
窪
田
農
民
問
の
竺
山
の
差
と
い
う
律

令
本
来
の
原
理
と
は
異
質
な
要
素
を
l
l
は
ら
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
律
令
政
府

に
と
っ
て
、
旧
来
の
共
同
体
首
長
の
系
譜
.
を
引
ぐ
郡
司
層
や
、
階
層
分
化
の
結

果
析
出
す
る
有
力
家
父
長
層
の
把
捉
が
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
本
箱
で
は
・
弘
仁
・
天
長
期
の
富
豪
の
輩
升
恥
を
検
討
し
て
み
た
い
。

,
の
.
郡
司
捕
任
権
を
め
ぐ
っ
て

国
司
を
媒
介
と
す
る
律
令
国
家
の
地
方
支
配
の
中
で
、
郡
司
制
こ
そ
が
農
民

支
配
の
重
要
な
基
幹
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
項
で
は
郡
司
制
の
変
遷
を
検
討
し

て
、
律
令
政
府
の
地
方
支
配
の
基
調
を
考
え
て
み
た
い
。

9

郡
司
制
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
学
の
研
鬼
が
あ
る
が
、
.
今
そ
の
諸
説
を
整
理

す
る
と
二
つ
の
方
向
に
わ
け
ら
れ
よ
ケ
。
;
は
任
用
方
式
の
変
遷
を
、
譜
第

氏
族
の
分
立
・
抗
争
の
反
映
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
詮
授
権
を
め
ぐ
る
太
政
官
・

①

式
部
省
と
国
司
と
の
関
係
の
変
化
の
反
映
で
も
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
他

の
一
つ
は
、
八
世
紀
に
お
け
る
新
興
家
父
長
層
の
進
出
を
重
礫
、
彼
ら
と
譜
第

郡
司
層
の
対
立
抗
争
か
ら
任
用
方
式
の
変
遷
を
検
討
す
る
立
場
で
あ
る
。
両
説

と
も
に
一
が
い
に
否
定
し
え
な
い
側
面
を
有
し
て
お
り
、
八
世
紀
の
社
会
構
成

を
踏
ま
え
た
上
で
慎
重
に
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
こ
こ
で

は
右
の
整
理
の
み
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

し
か
し
な
が
ら
政
府
の
任
用
方
式
は
、
か
つ
て
磯
貝
氏
も
指
摘
さ
れ
た
ご
と

く
、
現
実
の
在
地
の
情
況
と
は
別
の
次
元
で
だ
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
否
定
し

え
な
い
よ
ケ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
任
用
方
式
の
変
遷

①

を
郡
司
補
任
権
を
め
ぐ
る
太
政
官
と
国
司
と
の
確
執
と
と
ら
え
、
そ
の
中
か
ら

政
府
が
富
ま
の
輩
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
ょ
う
と
し
て
い
た
か
を
考
え
て
み

た
い
。郡

司
の
補
任
手
続
は
合
で
は
今
一
つ
明
確
に
し
え
な
い
が
、
延
芋
式
で
は
国

司
が
適
任
者
を
詮
擬
し
て
歴
名
を
作
成
し
、
こ
れ
を
胡
集
使
に
附
し
て
申
上
し
、

正
身
は
、
正
月
内
に
式
部
省
に
参
集
し
、
.
以
後
三
月
廿
日
漣
で
に
才
能
せ
対
試

し
、
功
過
を
計
会
し
て
式
部
輔
が
葵
案
を
作
成
l
、
四
月
冊
日
ま
で
に
奏
周
を
お

え
、
六
月
冊
日
ま
で
に
補
任
を
完
了
す
る
(
警
値
需
聾
達
し
て
い
る
㍗
養
老

令
(
禁
輸
)
で
も
郡
司
を
奏
任
官
上
し
て
お
り
、
郡
司
補
任
は
国
l
司
が
推
挙
す

る
候
補
者
を
式
部
省
が
詮
擬
し
て
太
政
官
に
申
し
、
葵
関
し
て
補
任
す
る
方
針

で
あ
っ
た
よ
う
で
、
郡
司
任
命
に
就
い
て
の
国
司
権
限
は
極
め
て
限
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
.
た
。

し
か
し
国
司
の
挫
挙
が
一
人
に
限
定
さ
れ
れ
ば
、
国
司
の
役
割
は
大
き
な
も

の
と
な
る
。
実
際
大
宝
令
成
立
前
厄
は
諸
国
郡
司
の
詮
擬
は
国
司
の
推
挙
に
依

存
し
て
(
譜
電
紅
年
)
お
り
、
文
武
四
年
に
も
上
総
国
司
の
申
請
し
た
安
房
郡

大
少
領
に
父
子
兄
弟
の
連
任
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
(
諸
霜
如
年
)
。

大
宝
令
下
で
も
主
政
1
主
帳
の
場
合
は
国
司
の
推
挙
が
そ
の
ま
ま
補
任
を
意
味

し
て
い
た
(
豊
詔
等
)
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
親
の
政
府
は
、
郡
司
補
任
権

の
大
部
分
を
国
司
に
与
え
、
・
彼
ら
を
通
じ
て
在
地
の
富
豪
の
輩
を
掌
握
し
よ
う

と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一

九



平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
　
(
西
別
府
)

と
こ
ろ
が
中
央
政
府
の
郡
司
補
任
を
国
司
に
依
存
す
る
傾
向
は
、
和
銅
年
間

以
後
急
速
に
弱
め
ら
れ
て
く
る
。
ま
ず
和
銅
五
年
に
は
主
政
・
主
帳
の
場
合
で

も
、
式
部
省
で
そ
の
正
身
を
見
、
試
練
を
加
え
た
後
に
補
任
す
る
(
謂
詔
等
)

と
し
、
翌
六
年
に
は
蓄
銭
乏
し
き
者
は
郡
領
に
任
ぜ
ず
(
請
謁
彗
)
と
、
中

央
政
府
の
施
策
に
適
う
者
に
限
定
し
、
つ
い
で
国
司
の
郡
餌
に
対
す
る
盗
意
的

解
任
を
禁
じ
(
譜
詣
撃
)
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
国
司
権
限
縮
小
の
方
向

は
、
前
節
で
述
べ
た
空
閑
地
の
開
発
認
可
権
を
奪
っ
た
こ
と
と
相
通
じ
る
も
の

が
あ
り
、
こ
の
時
期
に
虚
偽
の
損
田
申
請
を
禁
止
し
た
(
蒜
諸
什
詣
賊
)
り
、

諮
帳
式
を
発
布
(
謀
議
紀
年
)
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
あ
わ
せ
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

型
式
朝
に
入
る
と
太
政
官
の
権
限
は
更
に
強
大
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
ま

ず
霊
亀
五
年
に
転
擬
郡
司
も
式
部
省
に
参
省
さ
せ
る
(
笥
濃
詣
錯
綜
)
こ
と

と
し
、
つ
い
で
天
平
七
年
従
来
の
国
司
に
よ
る
単
擬
制
を
改
め
、
扮
薮
の
人
間

を
擬
す
る
副
擬
制
へ
の
転
換
が
は
か
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
続
紀
同
年

五
月
丙
子
条
は
次
の
ご
と
く
伝
え
て
い
る
。

血
。
機
内
七
遺
諸
国
。
宜
除
国
擬
外
。
別
伯
難
波
朝
廷
以
還
。
譜
第
重
大

四
五
人
副
之
。
如
有
排
尤
譜
第
。
而
身
才
絶
倫
。
井
労
勤
閑
衆
者
。
別
状

亦
副
。
並
附
朝
生
任
申
送
。
共
身
限
十
二
月
一
日
。
集
式
部
省
。

こ
れ
に
よ
っ
て
政
府
は
国
司
の
推
挙
権
そ
の
も
の
を
大
幅
に
縮
小
し
、
置
接

郡
司
に
任
命
し
う
る
よ
う
な
富
豪
の
輩
を
掌
握
し
、
地
方
政
治
の
刷
新
を
回
ケ

た
の
で
あ
る
。
以
後
天
平
十
一
年
に
は
主
政
・
主
帳
の
定
員
を
減
じ
(
識
語
町

撃
て
不
善
の
郡
司
を
追
放
し
、
つ
い
で
不
善
の
郡
領
は
終
身
任
用
の
適
用
を
う

け
な
い
(
檻
詔
憎
詣
群
こ
こ
と
を
言
明
し
た
の
で
あ
る
。

一
〇

更
正
政
府
は
天
平
十
四
年
に
、
「
几
擬
郡
司
少
餌
巳
上
者
。
国
司
史
生
巳
上

共
知
惰
定
。
必
取
当
郡
推
服
。
比
郡
知
間
者
。
」
と
、
推
挙
の
責
任
を
史
生
に
ま

で
拡
大
し
て
(
霊
能
群
響
在
地
掌
提
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
し
、
太
政
官
・

式
部
省
に
よ
る
郡
司
補
任
権
の
掌
握
-
富
豪
の
輩
掌
握
体
制
は
整
備
さ
れ
、
そ

て
し
天
平
甘
一
年
、
譜
第
主
義
の
完
成
と
さ
れ
る
勅
が
発
布
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。し

か
し
天
平
甘
一
年
勅
が
国
司
に
対
し
て
発
布
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ

と
は
、
こ
の
勅
の
意
義
を
考
え
る
上
で
童
吏
な
こ
と
で
あ
る
。
も
は
や
国
司

は
、
「
先
攻
譜
第
優
劣
。
身
才
能
不
。
舅
甥
之
列
。
長
幼
之
序
」
を
事
務
的
に

処
理
す
る
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
問
題
は
、
式
部
省
で
選
任
す
る
際

の
「
濫
訴
無
次
。
各
述
所
欲
。
不
頗
礼
儀
。
孝
梯
之
道
既
嚢
。
風
俗
之
化
漸

薄
」
と
い
う
、
混
乱
と
動
座
の
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
政
府
は
、

前
例
を
改
め
「
簡
定
立
郡
以
来
譜
第
。
重
大
之
家
。
兢
々
相
継
。
英
用
傍
親
。

終
粟
争
訟
之
源
。
永
息
窺
需
之
望
」
と
い
う
形
で
そ
の
混
乱
の
収
束
を
図
ろ
う

と
し
た
(
讐
鐸
禦
)
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
抗
々
相
承
主
義
は
太
政
官

・
式
部
省
内
部
で
の
確
認
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
意
味
で
は
米
田
氏
が
こ
の
勅
を
、

諸
兄
と
拾
頭
著
し
い
仲
麻
H
と
の
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
二
m
で
の

正
鵠
を
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

か
く
し
て
譜
第
主
義
と
い
う
任
用
方
式
の
採
用
に
よ
っ
て
政
府
は
、
国
司
の

推
挙
権
を
制
限
し
、
逆
に
地
方
政
治
の
要
た
る
郡
司
補
任
に
自
己
の
意
志
を
餌

撤
す
る
体
制
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
磯
貝
氏
も
指
摘
さ
れ
た
ご

と
く
天
平
以
後
政
府
自
身
が
譜
第
主
義
を
強
調
し
て
い
な
い
の
は
当
然
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
時
期
譜
第
主
義
が
貫
徹
し
て
い
た
と
考
え
れ



ば
、
説
明
不
能
で
あ
っ
た
他
田
神
護
の
郡
司
補
任
の
申
請
(
票
増
結
)
や
、
宝

亀
三
年
に
お
け
る
坂
上
田
村
麻
呂
の
上
餌
に
基
づ
く
槍
前
忌
寸
一
族
の
郡
司
補

任
(
譚
寓
篭
)
な
ど
も
、
政
府
が
郡
司
補
任
穂
を
掌
指
し
て
い
た
段
階
で

は
、
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
方
郡
司
降
任
に
関
す
る
権
限
を
制
限
さ
れ
た
国
司
は
、
神
火
問
題
な
ど
に

み
ら
れ
る
よ
う
な
郡
司
敬
を
め
ぐ
る
抗
争
に
対
応
し
、
独
自
に
郡
司
を
「
甜

任
」
す
る
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
。
た
と
え
は
近
江
国
で
は
郡
判
に
権

任
郡
司
の
署
判
が
み
え
る
(
瑞
票
十
)
な
ど
、
八
世
紀
末
に
お
け
る
変
則
的
な

郡
司
任
用
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
抑
制
す
る
た
め
政
府
は
、
延

暦
十
七
年
二
月
十
五
日
「
応
禁
断
副
摸
紆
司
受
」
と
い
う
官
符
(
紀
瑠
)
を
だ

し
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
「
自
今
以
後
。
箇
堪
時
務
者
。
投
用
閥
虞
」
と
国
司

の
「
補
任
」
を
才
用
の
方
向
で
再
霜
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
翌
月
、
才
用
主
義
の
復
活
と
い
わ
れ
る
延
暦
十
七
年
制
が
だ
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
後
紀
巻
六
の
闘
矢
の
た
め
全
貌
は
知
り
が
た
い
が
、
類
棄
国
史

(
讐
肋
謂
鮒
七
)
は
次
の
ご
と
く
伝
え
て
い
る
。

詔
日
。
昔
難
波
朝
廷
。
始
置
諾
郡
。
仇
持
有
労
。
補
於
郡
領
。
子
孫
相

襲
。
永
任
共
官
云
々
。
宜
其
譜
第
之
逃
。
永
従
停
廃
。
.
取
芸
業
著
聞
堪
瓔

郡
侃
老
為
之
云
々
。

延
暦
十
七
年
制
が
磯
貝
氏
や
米
田
氏
の
い
わ
れ
る
ご
と
や
神
火
問
題
等
に
み

ら
れ
る
在
地
の
混
乱
を
前
に
、
譜
第
主
義
を
廃
し
、
営
田
な
ど
に
よ
り
経
済
力

を
も
っ
て
き
た
在
地
有
力
者
を
登
用
し
て
律
令
制
再
建
を
図
っ
た
政
策
で
あ
か

こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
延
暦
十
七
年
制
を
式
部
省
惰
試
の

途
を
開
い
た
も
の
と
す
る
大
石
氏
の
指
摘
を
発
展
さ
せ
た
今
泉
氏
の
説
に
注
目

平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
　
(
西
別
府
)

し
た
い
。

今
泉
氏
は
延
暦
十
七
年
制
を
「
任
属
郡
司
。
今
停
譜
第
。
妙
簡
才
能
。
而
宿

荷
之
人
。
番
上
之
輩
。
久
経
駈
口
。
頗
効
才
能
。
宜
不
経
本
国
。
令
式
部
省
簡

試
竃
」
と
い
う
延
暦
十
八
年
勅
(
豊
詣
㌫
)
と
関
連
さ
せ
、
こ
の
時
期
の
才

用
任
用
と
は
国
司
詮
擬
を
否
定
し
、
中
央
に
出
仕
し
、
律
令
官
人
と
し
て
の
素

養
を
身
に
つ
け
た
ト
ネ
リ
を
式
部
省
が
任
用
し
、
彼
ら
を
在
地
支
配
の
場
に
お

し
齢
す
こ
と
に
よ
っ
て
地
方
政
治
の
刷
新
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
・

氏
の
指
摘
は
従
来
の
諸
説
を
深
化
し
、
太
政
官
・
式
部
省
の
役
割
を
正
当
に

評
価
し
た
も
の
と
し
て
、
非
常
に
興
味
深
い
が
、
氏
の
説
明
で
は
天
平
年
間
郡

司
補
任
権
を
握
っ
た
太
政
官
が
、
何
故
こ
の
時
期
再
度
式
部
簡
試
を
確
認
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
国
好
を
否
定
し
て
ト
ネ
リ
の
み
で
郡
領
補

任
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
疑
問
も
多
い
。
私
は
こ
の
延
暦
十

七
年
制
は
、
律
令
政
府
が
先
述
し
た
国
司
に
よ
る
雷
撃
の
輩
の
組
織
化
に
対
抗

し
て
、
従
来
の
譜
第
主
義
か
ら
才
用
主
義
に
任
用
の
原
理
を
転
換
し
、
郡
司
補

任
権
の
再
確
認
を
図
り
つ
つ
、
国
司
の
「
補
任
」
を
無
実
化
す
る
側
面
を
有
し

て
い
た
と
考
え
る
。
、
し
た
が
っ
て
こ
の
段
階
で
も
国
司
の
推
挙
は
行
わ
れ
て
い

た
が
、
そ
れ
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

延
磨
十
七
年
制
は
律
令
制
再
建
策
の
一
環
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
再
建
と
は
具

体
的
に
は
政
府
が
在
地
の
情
況
を
直
接
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
ょ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
加
。
し
か
し
こ
の
太
政
官
・
式
部
省
の
才
用
主
義
に
た
つ

郡
司
補
任
は
、
在
地
か
ら
全
く
遊
離
し
た
所
で
行
わ
れ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
人

選
は
譜
第
主
義
以
上
に
多
く
の
危
険
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
.
そ
の
た
め
し
ば

し
ば
「
為
政
則
物
情
不
従
。
聴
訟
則
決
断
無
伏
。
於
公
難
済
」
と
い
う
(
望
亀

一
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平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

缶
己
)
壷
地
の
混
乱
を
う
み
だ
し
て
い
っ
た
。

し
か
も
延
暦
十
七
年
制
が
、
式
部
省
簡
試
に
よ
っ
て
国
司
に
よ
る
推
挙
者
が

退
け
ら
れ
る
と
い
う
前
例
を
つ
く
り
だ
し
た
(
詣
崇
詣
璧
)
こ
と
は
、
国

司
が
八
世
紀
末
以
来
築
き
上
げ
つ
つ
あ
っ
た
富
豪
の
輩
の
組
織
化
と
、
そ
れ
を

栢
梓
に
し
た
地
方
政
治
の
体
制
を
否
定
し
、
国
司
の
権
威
を
無
実
化
さ
せ
る
こ

と
と
な
り
、
在
地
の
混
乱
を
一
層
深
刻
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
政
府

は
、
地
方
政
治
の
混
乱
を
再
び
譜
第
主
義
の
回
復
に
よ
っ
て
(
認
諾
等
)
供

え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
を
が
、
も
は
や
国
司
の
権
威
を
回
復
し
な
い
か
ぎ
り
、

現
状
の
打
開
は
困
難
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

そ
し
て
弘
仁
三
年
、
政
府
は
延
暦
以
来
の
補
任
方
式
に
よ
る
弊
害
を
解
消
す

る
た
め
、
「
詮
捉
郡
司
一
俵
国
定
」
と
、
郡
司
補
任
に
お
け
る
国
司
の
権
限
を

拡
大
し
、
一
方
で
式
部
簡
試
が
不
可
能
に
な
っ
た
代
り
に
、
「
君
達
非
其
人
政

織
元
験
。
則
署
帳
之
官
威
解
見
任
」
と
厳
し
い
責
任
を
附
し
加
の
で
あ
る
。

弘
仁
三
年
の
国
定
制
へ
の
移
行
は
、
.
従
来
奏
任
官
と
し
て
太
政
官
-
式
部
省

体
系
の
中
に
あ
っ
た
郡
司
補
任
権
の
国
司
へ
の
一
部
譲
渡
を
意
味
し
、
更
に
同

十
三
年
郡
司
候
補
者
に
対
す
る
初
捉
三
年
間
の
雑
務
歴
試
権
を
与
え
ら
れ
た

(
竃
議
電
化
聖
)
国
司
は
、
こ
こ
に
国
街
支
配
体
制
の
基
礎
た
る
振
郡
司
制
を

形
成
展
開
し
て
い
く
法
的
根
拠
を
獲
得
し
、
譜
第
・
才
用
主
義
を
止
揚
し
て
い

く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
▼

弘
仁
年
間
に
お
け
る
郡
司
任
用
方
式
の
変
化
は
、
政
府
が
富
豪
の
輩
を
直
接

に
把
握
す
る
こ
と
を
放
棄
し
、
.
国
司
を
通
し
て
富
豪
の
輩
を
把
捉
せ
ん
と
す
る

政
治
基
調
へ
の
転
換
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
こ
に
国
司
に
地
方
政
治
の
一
端
を

委
任
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
以
後
国
司
は
越

一
二

⑧

中
砺
波
郡
に
み
る
ご
と
く
、
挺
郡
司
の
任
期
を
短
縮
す
る
な
ど
実
質
的
権
限
を

強
化
し
っ
つ
、
正
員
郡
司
と
擴
郡
司
の
併
存
、
擬
郡
司
の
授
教
化
な
ど
に
よ
っ

て
新
旧
両
階
層
の
要
求
を
充
足
さ
せ
、
部
内
支
配
を
強
化
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
富
豪
の
輩
を
地
方
行
政
機
構
の
中
に
組
織
し
ょ
う
と
す
る
政
治
の

一
つ
の
完
成
の
姿
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

平
安
初
期
の
地
方
行
政
々
策
で
注
目
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
点
は
、
在
地
に
居

住
し
て
い
る
留
省
の
徒
、
散
位
・
位
子
等
を
積
樋
的
に
組
織
し
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
と
し
て
は
、
弘
仁
二
年
河
内
国
で
散
位
・
位
子

・
留
省
の
徒
で
本
司
に
直
い
せ
ず
郷
里
に
あ
る
者
を
、
三
年
間
だ
け
国
中
雑
任

に
補
し
て
考
を
与
え
よ
う
と
し
た
(
詑
経
年
)
り
、
同
じ
く
河
内
国
で
逃

散
し
た
郡
更
に
か
え
て
諸
司
主
典
の
者
を
登
用
し
た
(
窯
紙
器
㌍
)
こ
と
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
官
符
に
「
或
進
仕
之
日
。
音
預
出
身
勘

籍
之
後
。
還
為
遁
去
」
と
表
現
さ
れ
る
(
㌫
譜
即
諾
㌍
)
人
々
で
、
茜
符
を
受

け
て
勘
籍
人
と
な
り
課
役
を
免
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
人
々
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
理
由
な
く
所
司
に
出
仕
し
な
い
者
に
対
し
て
は
、
=
従
来
解
任
し

た
り
、
無
位
の
者
は
白
丁
と
し
て
課
役
を
負
わ
し
、
′
右
位
者
は
外
敵
位
と
す
る

(
詣
諸
宗
謁
肇
)
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
河
内
国
の
よ
う
に
身
分

を
そ
の
ま
ま
に
し
て
国
司
が
国
中
雑
任
や
郡
司
と
し
て
駈
佼
す
る
こ
と
は
、
こ

れ
以
前
に
は
全
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
政
策
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
策
は
元
座
官
Ⅲ
の
設
置
の
際
に
、
「
再
拝
話
司
官
人
及
近
衛

兵
衛
二
官
舎
人
。
丼
雑
任
等
為
郷
里
所
推
譲
者
。
毎
郷
配
匿
。
銃
口
惣
監
。
令
加

催
督
。
」
と
さ
れ
た
(
鞋
詔
票
望
)
よ
う
に
、
九
世
紀
後
半
に
引
き
つ
が
れ
、

「
瑞
捻
貞
観
以
来
諸
国
例
。
以
如
此
輩
可
差
使
進
官
留
国
難
役
之
状
。
無
国
不



言
」
と
あ
る
(
紀
州
甥
詳
細
聖
)
ご
と
く
、
各
国
の
国
例
と
し
て
採
用
さ
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
前
述
し
た
富
豪
の
輩
を
地
方
行
政
機
構
の
中
に

位
喝
つ
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

以
上
検
許
し
て
き
た
ご
と
く
、
九
世
紀
初
期
に
は
富
豪
の
輩
を
積
極
的
に
地

方
行
政
機
構
の
中
に
組
織
し
ょ
う
と
す
る
政
策
が
と
ら
れ
る
一
方
、
八
世
紀
以

来
の
彼
ら
の
富
を
利
用
す
る
政
策
も
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
次
項
に
お

い
て
は
そ
の
問
題
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。

用
　
私
出
拳
と
富
豪
穀
借
貸
政
策
に
つ
い
て

律
令
政
府
が
富
豪
の
輩
の
財
に
注
目
し
、
こ
れ
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た

例
は
八
世
紀
初
頭
の
「
軍
国
郡
司
等
。
募
菜
富
家
。
置
米
路
例
。
任
其
売
買
」

(
詔
電
撃
)
に
始
ま
り
、
以
後
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
し
か
し
富
豪
の
輩

の
財
へ
の
依
存
は
、
官
位
の
授
与
を
対
象
と
す
る
な
ど
、
彼
ら
の
自
発
性
を
尊

⑨

重
す
る
面
が
強
く
、
彼
ら
も
自
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
こ
れ
に
対
応
し
た
。
し
た

が
っ
て
政
府
は
富
豪
の
輩
を
一
般
公
民
と
は
区
別
す
べ
き
存
在
と
認
識
し
て
い

た
が
、
富
豪
の
財
を
財
政
上
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と

い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
廷
暦
以
後
に
な
る
と
、
彼
ら
の
富
に
よ
っ
て
国
街
の
財

源
を
補
填
れ
よ
う
と
す
る
意
図
が
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。
以
下
そ
の
問
題
を
私

出
挙
禁
止
令
と
の
関
連
か
ら
考
え
で
み
た
い
。

大
宝
令
で
認
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
私
出
挙
は
、
和
銅
四
年
に
「
出
挙

私
稲
者
。
自
今
以
後
。
不
得
過
半
倍
」
と
利
率
を
下
げ
ら
れ
、
つ
い
で
養
老
四

年
三
割
(
認
諾
卯
年
)
と
さ
れ
、
さ
ら
に
成
合
関
係
に
あ
っ
た
公
出
挙
制
が
整

備
き
れ
か
に
し
た
が
い
、
天
平
九
年
禁
止
さ
れ
る
(
畑
鐸
鑑
年
)
に
至
っ
た
。

平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

し
か
し
私
出
挙
銭
は
禁
止
さ
れ
な
か
っ
た
た
聖
こ
れ
に
名
を
か
り
た
私
稲
出

挙
が
行
わ
れ
る
(
鑑
識
㌍
謂
詣
)
・
な
ど
、
社
会
の
底
流
と
し
て
存
続
し
て
い

った。延
暦
期
に
入
る
と
、
連
年
の
飢
鮭
や
相
つ
ぐ
征
夷
道
都
事
業
に
苦
吟
す
る
良

民
の
疲
弊
を
ま
え
に
、
政
府
は
公
出
挙
稲
の
利
息
を
軽
減
し
て
、
良
民
の
窮

乏
と
階
層
分
化
を
抑
え
よ
う
と
し
た
(
漂
崇
肥
諾
計
)
が
、
そ
れ
に
失
敗
す
る

と
、
天
平
九
年
以
来
原
則
と
し
て
禁
止
し
て
き
た
私
出
挙
を
承
認
す
る
こ
と
と

な
る
。す

な
わ
ち
延
暦
十
八
年
二
月
政
府
は
私
出
挙
を
復
活
し
、
そ
の
勅
の
中
で
特

に
「
暫
任
民
情
」
と
し
て
私
出
挙
の
存
続
を
追
記
し
て
い
る
(
讐
謂
叶
臥
)
点

が
注
目
さ
れ
る
。
.
私
出
挙
は
そ
の
後
四
ケ
月
に
し
て
再
び
禁
止
さ
れ
た
(
盟
畑

禁
朋
)
顛
私
出
挙
を
民
情
と
考
え
る
音
義
が
政
府
に
あ
っ
た
以
上
、
も
は
や

野
放
し
の
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
次
の
延
暦
廿
二
年
勅

(
讃
論
語
鮒
)
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

延
暦
廿
二
年
勒
に
お
い
て
政
府
は
、
貧
袋
が
富
豪
の
輩
の
私
稲
を
か
り
て
大

利
に
苦
し
む
こ
と
が
均
済
の
道
に
反
す
る
と
非
難
し
て
い
る
の
み
で
、
私
出
挙

自
体
は
糾
弾
し
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
政
府
自
身
が
、
使
者
を
派
遣
し
て
私

出
挙
の
扇
が
わ
り
と
、
保
障
を
行
う
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
富
豪
の
輩

の
穀
稲
を
国
家
が
借
り
て
貧
民
に
貸
与
す
る
と
い
う
政
策
は
∵
」
の
勅
が
初
見

で
あ
る
が
、
以
後
迂
余
曲
折
を
経
て
承
和
七
年
に
制
度
的
な
完
成
を
み
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
次
に
そ
の
経
過
を
追
い
つ
つ
、
、
こ
の
政
策
の
意
味
を
考
察
し
て

お
き
た
い
。

富
豪
穀
借
貸
の
政
策
は
先
述
の
延
暦
廿
二
年
勅
が
初
見
で
あ
る
が
、
そ
こ
で

二
二



平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
酋
別
府
)

ほ
未
だ
臨
時
的
性
格
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
大
同
年
間
に
も
行
わ
れ
て
い

る
が
、
政
府
の
日
潤
か
ら
み
れ
ば
結
果
は
は
か
ば
か
し
く
な
か
っ
た
(
諸
説
讐

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
弘
仁
期
後
半
の
異
常
な
不
作
・
飢
鮭
の
中
で
、
の
ち
の
故

実
先
例
と
な
る
弘
仁
十
年
の
富
豪
穀
の
実
録
・
借
貸
が
再
度
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
門
脇
禎
二
氏
は
こ
の
制
度
を
「
故
内
富
豪
層
に
積
極
的
に
二
冠
の
政
繭
的

任
務
を
あ
た
え
よ
う
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
妥
当
な
評
価
で

あ
ろ
う
。

弘
仁
十
年
の
際
は
、
延
暦
廿
二
年
勅
の
ご
と
く
、
周
到
な
返
済
方
式
も
捉
示

さ
れ
ず
「
秋
収
之
時
。
依
数
碑
報
。
然
別
富
者
無
失
財
之
憂
。
貧
者
右
全
命
之

歓
」
と
(
認
諾
朗
胤
虻
)
理
念
的
に
均
済
の
論
理
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ

り
、
延
暦
期
よ
り
も
一
層
富
豪
穀
へ
の
依
存
の
度
合
が
強
か
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
弘
仁
十
年
の
時
は
、
翌
々
年
の
大
和
国
司
解
に
「
仇
収
富
人

物
。
貸
給
貧
人
。
因
五
百
姓
安
堵
。
不
致
離
散
。
春
言
其
事
。
力
田
之
功
也
」

と
あ
る
(
議
謂
監
誰
折
)
ご
と
く
、
政
府
・
国
司
に
と
っ
て
一
応
の
成
果
を

収
め
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
原
因
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
述

し
た
富
豪
の
輩
の
行
政
機
構
へ
の
組
織
化
や
、
延
暦
廿
二
年
勅
の
規
定
の
存
在

な
ど
と
共
に
、
富
豪
の
輩
自
身
が
大
同
元
年
の
際
に
「
因
互
私
託
民
閑
。
更
事

乞
貸
。
報
依
之
時
。
息
利
兼
倍
。
遂
使
富
強
之
輩
。
膏
染
有
隙
。
」
・
と
い
わ
れ
た

(
諸
説
攣
)
よ
う
に
、
借
貸
政
策
を
自
己
の
員
業
経
営
拡
大
に
、
貪
欲
に
利
用

し
う
る
余
力
の
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
が
政
府
・
国
司
に
と
っ
て
の
成
功
は
、
か
な
ら
ず
L
も
富
豪
の
輩
に
利

益
の
あ
っ
た
こ
と
窒
息
味
し
な
い
。
天
長
十
年
五
月
王
子
粂
(
肇
)
は
そ
の
事

一
四

態
を
「
如
聞
。
先
釆
所
行
。
吏
非
其
人
。
只
事
借
用
。
無
意
返
給
。
所
以
貧
富

供
弊
。
」
と
伝
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
以
後
富
豪
の
輩
の
不
満
は
漸
次
増
大
し

た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
国
司
に
ょ
る
富
豪
穀
の
強
奪
と
し

て
の
み
捉
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
先
述
の
擬
郡
司
や
国
中
雑
任
と
し
て
地
方
行

政
機
構
の
中
に
組
織
さ
れ
て
い
る
富
豪
の
輩
等
に
よ
る
収
奪
、
す
な
わ
ち
在
地

で
の
富
豪
の
輩
相
互
間
の
対
立
の
表
現
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
稲
の
回
収
不
能
に
よ
っ
て
、
行
政
機
構
に
組
織
さ
れ
て
い
な
い
富
豪
の
輩

の
不
満
は
烈
し
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
対
し
政
府
は
、
私
物
を
も
っ

て
飢
民
を
救
っ
た
百
姓
に
出
身
と
叙
位
を
許
し
(
蒜
詔
監
設
計
)
た
り
、
使

者
を
派
迫
し
て
般
稲
の
近
給
を
命
ず
る
(
㈱
認
諾
鮒
)
な
ど
、
懐
柔
策
を
請
じ

⑳

て
い
る
。

富
豪
穀
借
貸
政
策
は
、
承
和
年
間
に
入
る
と
対
象
が
在
地
に
蓄
積
さ
れ
て
い

る
王
臣
家
の
穀
稲
に
も
及
ん
で
い
く
。
こ
れ
は
私
稲
の
回
収
が
容
易
で
な
く
な

っ
た
富
豪
の
輩
の
不
満
を
回
避
す
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
一
地
方
で
は
国
司
の

国
内
行
政
権
の
拡
大
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
れ
て
形
態
も
実
録
借

袋
か
ら
実
録
斑
給
に
か
あ
り
、
国
行
財
政
の
中
で
占
め
る
役
割
が
、
よ
り
重
要

に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
富
豪
の
余
穀
を
実
検
・
借
貸
し

て
こ
れ
を
農
民
へ
斑
給
し
、
そ
の
回
収
を
行
う
た
め
の
、
中
央
か
ら
の
退
任
も

停
止
さ
れ
・
国
司
に
そ
の
実
務
一
切
が
移
譲
さ
れ
た
(
粧
詔
等
豊
聖
)
こ
と

も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
国
司
は
承
和
七
年
格
に
「
時
臨
発
作
不
得
延
怠
」
と
あ
る
ご
と

く
、
勧
農
を
名
目
と
し
た
一
国
内
の
富
の
実
検
と
、
富
ま
の
財
を
国
行
財
政
の

中
に
編
入
し
、
一
体
化
し
て
い
く
法
的
な
根
拠
を
狂
得
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し



て
弘
仁
十
年
(
詣
鶉
謡
誰
十
)
以
後
、
私
出
挙
禁
止
令
が
だ
さ
れ
な
か
っ
た

の
は
、
こ
の
よ
う
な
国
司
に
よ
る
富
豪
穀
の
国
街
財
政
へ
の
と
り
込
み
の
活
発

化
の
反
映
で
あ
り
、
ま
た
富
豪
の
輩
も
国
街
財
政
の
中
に
自
己
の
穀
稲
を
混
入

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営
の
拡
大
を
図
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

以
上
木
苺
で
は
、
富
豪
の
輩
に
対
し
、
政
府
が
ど
の
よ
う
な
対
策
を
と
っ
て

き
た
か
を
、
地
方
行
政
機
構
へ
の
組
織
化
の
面
と
、
財
政
的
な
面
か
ら
検
討
を

加
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
政
府
が
そ
の
存

在
に
注
目
し
、
そ
の
財
力
に
依
存
し
ょ
う
と
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
延
暦
期

の
政
府
が
彼
ら
を
直
接
的
に
把
握
し
ょ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
弘
仁
以
降
は
国

司
を
媒
介
に
彼
ら
を
把
握
し
ょ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
え
た
と
考
え
る
。

註
①
　
以
後
、
有
力
家
父
長
層
も
含
め
た
在
地
の
有
力
者
と
い
う
程
度
の
意
味

で
用
い
て
い
る
。

◎
　
郡
司
制
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
米
田
雄
介
氏
の
適
切
な
整
理
が
あ
る

(
『
郡
司
の
研
究
』
序
章
)
　
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

⑨
　
大
石
良
材
氏
「
譜
第
郡
司
の
性
質
」
(
『
謂
慧
日
本
古
代
史
論
整
所

収
)
、
磯
貝
正
義
氏
「
桓
武
朝
の
譜
第
郡
司
政
策
に
つ
い
て
」
(
山
梨
大
学

学
芸
学
部
研
究
報
告
1
5
)
、
今
泉
隆
雄
氏
「
八
世
紀
郡
領
の
任
用
と
出
自
」

(
史
学
雑
誌
8
1
-
1
2
)
な
ど
。

④
　
上
田
正
昭
氏
『
日
本
古
代
国
家
論
究
』
(
六
l
J
、
米
田
雄
介
氏
『
郡
司
の

研
究
』
な
ど
。

⑤
　
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
一
貫
し
た
考
察
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

⑥
　
直
木
孝
次
郎
氏
『
奈
良
時
代
史
の
諸
問
題
』
(
㌻
)

⑦
　
三
代
格
巻
七
弘
仁
三
年
八
月
五
日
官
符
。
こ
の
国
定
制
の
影
響
は
多
大

で
あ
っ
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
大
事
府
管
内
の
郡
司
詮
投
権
は
大
串
府
に

あ
っ
た
(
詣
語
等
)
が
、
こ
の
格
に
よ
っ
て
「
書
生
等
兢
就
本
国
」
と

い
う
状
態
と
な
り
、
公
文
作
成
が
滞
り
、
政
務
の
混
乱
を
き
た
す
ほ
ど
で

あ
っ
た
(
紀
州
盟
投
票
)
。

⑧
　
磯
只
正
義
氏
「
郡
司
制
度
の
一
研
究
」
　
(
山
梨
大
学
学
芸
学
部
研
究
報

告
9
)
参
照
。

⑨
　
た
と
え
ば
天
平
神
護
二
年
の
近
江
近
郊
の
穀
稲
輸
送
を
め
ぐ
る
一
件
は

そ
の
よ
い
例
で
あ
ろ
う
(
相
識
榊
醐
攣
)
。

⑬
　
私
出
挙
に
つ
い
で
は
吉
田
晶
氏
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
私
出
挙
に
つ

い
て
」
(
『
律
令
国
家
の
基
礎
構
造
』
所
収
)
を
参
照
。

㊥
　
た
だ
し
こ
れ
を
、
「
弘
仁
五
年
斑
内
国
郡
司
に
百
姓
を
阻
害
す
る
こ
と

を
禁
じ
た
上
で
貢
献
を
容
認
し
た
事
実
」
と
比
べ
て
時
代
の
転
換
の
一
指

標
と
さ
れ
た
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
比
較
さ
れ
る
べ
き
は
先
述
の
延

暦
廿
二
年
制
で
あ
る
。

㊥
　
し
た
が
っ
て
本
稲
の
回
収
不
能
か
ら
、
政
府
と
富
豪
の
車
に
ズ
レ
が
生

じ
、
政
府
は
富
豪
と
競
合
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

第
三
節
　
公
民
制
の
変
質
に
つ
い
て

弘
仁
・
天
長
期
の
人
民
支
配
に
つ
い
て
、
か
つ
て
門
脇
・
佐
藤
両
氏
は
、

一
五



平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

公
民
一
般
を
対
象
と
し
た
政
治
か
ら
、
『
公
民
』
と
し
て
の
小
幾
を
中
心
的
に

把
捉
す
る
政
治
へ
移
行
す
る
と
し
て
、
公
民
制
の
動
揺
を
指
摘
さ
れ
、
天
長
期

の
律
令
政
治
の
変
質
を
問
題
に
さ
れ
た
。
律
令
制
的
な
身
分
秩
序
で
あ
り
、
か

つ
人
民
支
配
の
体
系
と
し
て
の
公
民
制
が
、
九
世
紀
に
動
揺
を
き
た
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
こ
の
公
民
制

が
ど
の
よ
う
に
変
質
し
、
律
令
政
府
は
い
か
に
し
て
人
民
支
配
を
実
現
し
ま
う

と
し
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

①

先
学
の
研
究
に
ょ
渇
と
、
律
令
制
下
の
人
民
は
.
、
姓
を
有
し
編
戸
の
民
で
あ

る
か
否
か
瓜
よ
っ
て
、
良
民
と
奴
稗
に
区
別
さ
れ
、
更
に
良
民
は
、
律
令
国
家

内
部
に
お
け
る
地
位
・
特
権
・
負
担
・

義
務
等
の
標
識
で
為
る
位
階
の
有
無
に

よ
っ
て
官
人
と
公
民
に
区
別
さ
れ
る
。

そ
し
て
公
民
は
そ
の
課
役
負
担
の
対
象

に
よ
っ
て
公
戸
、
品
部
・
雑
戸
、
寺
神

封
戸
に
区
別
さ
れ
る
。
今
そ
の
関
係
を

図
示
す
れ
ば
上
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の

う
ち
浮
浪
人
と
仔
囚
は
い
づ
れ
公
民
に

編
入
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
律
令
制
的
身
分
秩
序
は
、
ま
ず
良
民
と
奴
碑
の
区
別
か
ら
崩
壊

し
は
じ
め
る
。
令
で
は
良
桟
間
の
通
姫
を
禁
じ
て
い
た
(
挿
舶
望
)
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
延
暦
八
年
良
蟻
の
通
婿
に
ょ
っ
て
生
ま
れ
た
子
の
所
属
を
良
と
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
(
認
諾
讐
の
は
、
こ
の
領
分
枠
の
無
実
化
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
。
一
方
公
民
内
部
に
お
い
て
も
、
天
平
宝
字
三
年
公
戸
に
品
部
・

一
六

雑
戸
を
霜
入
す
る
(
票
輩
箪
ニ
)
と
い
う
形
で
身
分
制
の
修
正
が
・
行
わ
れ
て
お

り
、
す
で
に
八
世
紀
か
ら
律
令
制
的
身
分
秩
序
の
崩
壊
が
進
行
し
、
九
世
紀
に

入
る
と
前
述
の
図
式
的
構
造
さ
え
維
持
し
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
本
節
で
は
こ

の
変
質
を
神
戸
浮
浪
人
の
問
題
か
ら
検
討
し
て
お
き
た
い
。

Ⅲ
　
浮
浪
人
対
策
に
つ
い
て

律
令
制
下
の
公
民
は
二
戸
籍
「
.
計
帳
へ
の
登
録
に
よ
り
本
貫
へ
緊
縛
さ
れ
、

⑧

そ
の
移
動
は
極
端
に
制
限
さ
れ
て
い
や
し
た
が
っ
て
浮
浪
逃
亡
は
こ
の
原
則

に
違
反
し
・
公
民
制
そ
の
も
の
の
崩
壊
を
も
招
来
し
か
ね
な
い
も
の
で
、
本
来

あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
実
の
人
民
の
醇
逃
は
否
定
し

え
ず
、
戸
令
に
も
後
述
す
る
ご
と
.
く
若
干
の
規
定
が
あ
っ
た
。
む
し
ろ
政
府
は

こ
う
し
た
規
定
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
.
っ
て
、
.
公
民
制
の
経
拝
を
図
っ
て
い
た

と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
公
民
制
の
維
持
機
能
0
性
格
を
も
つ
浮
逃
対
策
の

⑤

変
遷
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
課
題
の
一
端
に
せ
ま
り
た
い
と
考
え
る
。

か
つ
て
村
井
氏
は
浮
逃
対
策
の
変
化
を
、
①
奈
良
時
代
初
期
ま
で
ー
強
制
送

還
し
た
時
期
、
②
奈
良
時
代
-
送
還
・
土
断
任
意
と
し
た
時
期
、
③
平
安
時
代

-
事
実
上
不
干
渉
と
な
っ
た
時
期
。
と
区
分
さ
れ
た
が
、
こ
の
内
①
に
つ
い
て

は
長
山
氏
が
明
確
に
論
じ
ら
れ
た
ご
と
く
、
奈
良
時
代
以
降
の
浮
逃
対
策
と
は

異
質
な
面
が
あ
り
、
本
稿
の
対
象
で
は
な
い
が
、
奈
良
√
平
安
時
代
に
つ
い
て

は
、
今
少
し
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

奈
良
時
代
の
浮
逃
に
関
す
る
最
初
の
法
令
は
戸
令
の
二
つ
の
規
定
で
あ
る
。

逃
走
条
で
ほ
浮
逮
夜
五
保
ま
た
は
同
戸
に
よ
っ
て
追
訪
し
、
三
周
六
年
ま
で
に

帰
還
し
な
い
時
ほ
除
帳
と
し
て
口
分
田
を
還
公
、
税
調
は
代
輸
す
る
と
規
定
さ



れ
、
絶
貫
条
で
は
除
帳
の
後
は
当
処
に
て
戸
籍
に
附
し
、
本
質
に
帰
還
を
願
う

者
に
は
そ
れ
を
認
め
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
二
条
を
め
ぐ
っ
て
本
貫
主
義
が

貫
徹
さ
れ
て
い
た
か
、
当
処
霜
附
の
傾
向
が
強
か
っ
た
か
、
意
見
の
分
か
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
づ
れ
に
し
ろ
公
民
制
の
維
持
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て

い
た
。と

こ
ろ
が
浮
逃
は
す
で
に
八
世
紀
初
頭
か
ら
焙
烈
に
展
開
し
、
特
に
和
銅
年

間
に
は
造
営
魂
要
の
開
始
も
あ
っ
て
重
大
な
社
会
問
題
(
捕
謎
瑚
匿
摘
霜
語
)
と

な
り
、
政
府
は
こ
の
現
実
へ
の
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
の
第
一
が
和
銅

八
年
五
月
一
日
の
勅
(
融
)
で
あ
る
。

こ
の
勅
に
つ
い
て
国
史
大
系
本
に
「
経
三
月
以
上
者
。
即
土
断
輸
調
腐
。
随

当
国
法
。
」
と
哉
し
て
い
る
の
で
、
従
来
こ
れ
を
土
断
法
、
す
な
わ
ち
当
処
編
附

へ
の
転
換
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
弘
仁
二
年
の
藤
原
国
人
の
奏
上
(
議
望
軒

詣
軒
一
)
に
よ
る
か
ぎ
り
、
鎌
田
氏
が
論
証
さ
れ
た
ご
と
く
、
浮
逃
者
に
対
し
て

の
懲
罰
的
色
彩
を
濃
厚
に
も
っ
た
本
質
地
送
還
策
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
和
銅
八
年
以
降
、
機
内
計
帳
で
は
三
周
六
年
法
に
よ
る
除
帳
が
行

わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
長
山
氏
の
指
摘
を
考
え
る
時
、
和
銅
八
年
勅
は
、
本
質

・
当
処
の
二
ヶ
所
か
ら
調
膚
を
収
奪
す
る
と
い
う
形
で
浮
逃
者
に
致
罰
を
加

え
、
本
貫
へ
の
帰
還
を
促
し
、
新
た
な
浮
逃
の
発
生
を
防
ご
う
と
し
た
も
の
と

い
え
よ
う
。

和
銅
八
年
勅
に
つ
い
で
養
老
四
年
に
は
「
有
悔
過
還
本
貫
者
。
経
六
年
以
上

給
復
一
年
」
と
(
箋
甥
喆
譚
四
)
本
貫
帰
還
を
奨
励
し
て
い
る
。
こ
れ
は
翌

年
の
造
籍
に
そ
な
え
一
一
両
六
年
法
で
除
帳
さ
れ
る
べ
き
人
々
に
復
一
年
を
与
え

て
、
本
質
へ
の
帰
還
を
奨
励
し
た
も
の
で
、
絶
質
免
の
修
正
と
も
考
え
ら
れ

平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

る
。
し
か
し
こ
の
法
も
翌
年
(
霜
欄
謂
靴
弧
配
椙
年
)
、
本
貫
の
あ
る
者
で
帰
還
を

願
う
者
は
逓
送
し
、
帰
還
を
闘
わ
な
い
者
は
、
和
銅
八
年
勅
を
通
用
し
て
懲
罰

的
処
遇
を
行
い
。
無
貫
の
者
は
絶
貫
条
に
よ
り
当
地
に
編
附
す
る
と
改
定
さ
れ

て
い
る
。
か
く
し
て
令
制
の
原
理
は
再
度
貫
徹
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
天
平
八
年
(
霜
諸
監
請
)
に
心
、
右
の
無
貫
の
者
も
当
処
に
編

附
し
な
い
、
す
な
わ
ち
絶
貫
条
を
適
用
し
な
い
と
い
う
形
に
改
変
さ
れ
、
再

び
浮
浪
人
は
懲
罰
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
浮
浪

人
は
名
籍
に
録
さ
れ
、
調
府
を
輸
し
当
処
に
て
駈
使
さ
れ
る
、
公
民
と
は
別
枠

の
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
も
過
を
悔
い
て
帰
還
を
欲
す
れ
ば
懲
罰

的
状
況
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
段
階
で
、
浮
浪
人
を

①

一
つ
の
身
分
と
と
ら
え
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
.

し
か
し
懲
罰
に
よ
っ
て
木
賃
主
義
を
質
徹
し
よ
う
と
し
た
政
府
は
、
八
世
紀

後
半
に
な
る
と
、
.
「
詐
冒
貫
属
。
尋
勘
籍
帳
既
是
不
合
。
雄
加
推
詰
猶
柄
士

民
。
」
す
る
浮
浪
人
に
よ
っ
て
政
策
の
破
産
を
宣
告
さ
れ
、
・
「
今
様
解
状
益
口
将

千
。
所
輸
調
庸
有
倍
常
載
」
と
い
う
現
実
的
利
益
(
蒜
謂
黒
詣
肝
)
と
、
荘

民
化
と
い
う
形
で
国
家
的
把
盤
か
ら
離
脱
し
て
い
く
浮
浪
人
を
公
民
制
の
枠
内

に
引
き
留
め
る
た
聖
　
「
願
留
之
輩
」
も
当
処
に
編
附
(
棚
韻
語
針
)
せ
ざ
る

を
え
な
く
な
り
、
延
暦
元
年
に
は
「
恕
頭
編
附
」
す
る
(
霜
欄
謂
馳
鎧
指
呼
)
に

至
る
の
で
あ
る
。
.

宝
亀
十
一
年
と
延
暦
元
年
の
格
に
よ
っ
て
、
公
民
の
枠
か
ら
逸
脱
し
ょ
う
と

す
る
浮
浪
人
を
、
か
ろ
う
じ
て
公
民
再
生
産
構
造
の
中
に
と
り
と
め
た
政
府

は
、
逆
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
国
司
鰯
途
欺
藁
。
今
年
霜
附
給
口
田
。
来
歳

迷
亡
不
遠
地
。
送
致
人
田
共
隠
没
」
と
い
う
事
態
に
遭
遇
し
、
・
延
暦
四
年
再
び

一
七



平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
.
い
て
(
西
別
府
)

天
平
八
年
格
を
復
活
さ
せ
る
(
檻
識
語
に
諸
。
)
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
は
懲

罰
に
よ
る
本
貫
送
還
の
性
格
が
強
く
、
翌
年
の
国
事
郡
司
鋲
将
辺
要
等
の

官
に
関
す
る
太
政
官
謹
奏
(
紅
絹
語
胱
譚
五
)
に
お
い
て
「
逃
失
数
多
克
色
数

少
」
き
者
は
解
任
す
る
と
す
る
な
ど
、
公
民
制
の
維
持
を
天
平
八
年
格
に
よ
っ

て
行
お
う
と
し
た
政
策
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
段
階
で
も
浮
浪
人
を
一

つ
の
身
分
と
し
て
把
握
す
る
考
え
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
籍
帳
の
虚
偽
化
の
著
し
い
延
暦
期
に
お
い
て
、
天
平
八
年
格
の
精
神

を
貫
徹
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
つ
い
に
政
府
は
延
暦
十
六
年
王
臣
家
の
庄

内
の
浮
浪
人
も
浮
浪
帳
に
登
録
し
、
調
膚
を
収
奪
せ
ん
と
す
る
勒
(
讃
靴
勅
雷

撃
を
だ
す
に
至
る
の
で
あ
る
。
-
.
1
こ
に
お
い
て
政
府
は
、
浮
浪
人
を
当
処
に

編
附
す
る
な
り
、
懲
罰
に
よ
る
な
り
し
て
公
民
化
し
ょ
う
と
し
て
き
た
従
来
の

政
策
を
放
棄
し
、
彼
ら
の
庄
民
と
い
う
存
在
形
態
を
認
め
た
ま
ま
、
彼
ら
を
公

①

戸
と
同
等
の
被
収
奪
集
団
と
し
、
一
つ
の
身
分
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の

⑨

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
以
後
八
世
紀
的
な
浮
逃
は
問
題
に
さ
れ
な
く
な

り
、
浪
人
問
題
の
中
心
は
、
中
井
王
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
(
瑚
譜
琵
軌
)
よ

ぅ
な
、
在
地
に
私
営
田
を
有
し
、
百
姓
を
威
陵
し
、
そ
の
再
生
産
を
妨
害
す
る

前
司
・
秩
溝
の
徒
対
策
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

延
暦
以
後
、
大
同
元
年
に
一
度
右
京
五
畿
内
の
隠
首
括
出
者
を
籍
帳
に
質

し
た
(
露
周
磐
に
轟
)
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
漸
次
そ
の
よ
う
な
動
き
も
な
く
な

り
、
公
戸
と
浮
浪
人
は
同
等
の
身
分
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
一
つ
の
身
分
と
さ

れ
た
浮
浪
人
も
弘
仁
年
間
に
、
「
一
式
之
下
。
成
悉
王
臣
。
含
養
之
思
。
理
滴

一
同
。
」
と
、
水
早
の
際
の
調
膚
が
免
除
(
乾
周
篭
謡
控
ニ
)
さ
れ
、
律
令
制
的

身
分
扶
序
の
一
構
成
身
分
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
タ
＼
し
て
公
民
制
の
中
に
訴

一
八

し
い
身
分
が
形
成
さ
れ
る
と
共
に
、
以
後
′
「
不
論
土
人
浪
人
」
と
い
う
政
策
が

と
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
民
制
は
二
重
の
変
質
を
う
け
る
こ
と
と
な
る
。

「
不
論
土
人
浪
人
」
政
策
の
初
見
は
、
延
暦
九
年
の
太
政
官
奏
言
(
棚
欄
欄
禁

条
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
蝦
夷
征
伐
の
軍
事
負
担
が
坂
東
諸
国
を
極
度
に
疲
弊
さ

せ
た
の
.
に
対
し
、
他
の
地
方
に
負
担
を
負
わ
せ
な
い
の
は
「
普
天
之
下
。
同
日

皇
民
」
と
い
う
理
念
に
惇
る
と
し
て
、
負
担
の
均
等
化
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
中
で
土
人
・
王
臣
佃
任
と
並
ん
で
浪
人
の
存
在
が
注
目
さ
れ
て
お

り
、
し
か
も
そ
の
財
を
検
録
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
経
済
力
に
依
存
し
ょ

う
と
す
る
こ
の
政
策
の
本
質
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

土
人
と
の
一
体
化
は
、
飢
鮭
に
際
し
土
人
と
同
様
調
を
免
除
さ
れ
た
(
望
軟

動
朋
戊
)
こ
と
や
、
調
膚
物
を
土
人
と
同
じ
狭
布
と
さ
れ
た
(
乾
周
篭
識
措
)
こ

と
な
ど
を
へ
て
、
先
述
の
弘
仁
二
年
官
符
の
ご
と
く
負
担
を
免
除
さ
れ
、
あ

る
い
は
弘
仁
十
三
年
の
正
税
段
別
の
賦
課
方
式
の
採
用
に
際
し
て
賦
課
の
対
象

と
さ
れ
る
(
篭
謡
和
紀
聖
)
な
ど
、
以
後
国
例
と
し
て
種
々
の
政
策
の
中
に
あ

⑬

ら
わ
れ
て
く
る
。

ま
た
こ
の
時
期
作
成
を
命
じ
ら
れ
た
青
首
簿
に
も
郷
戸
主
と
並
ぶ
経
営
主
体

⑧

と
し
て
登
場
し
て
い
る
(
謡
等
青
苗
枠
作
成
の
目
的
の
一
つ
が
別
稿
で
の
べ

た
ご
と
く
浮
浪
人
の
毘
芙
経
営
の
把
捉
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
弘
仁
以
後
の
浮
浪

人
の
身
分
的
・
経
済
的
成
長
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
ら
の
中
に
は
、

の
ち
に
元
座
官
黒
憲
の
際
に
正
長
と
な
っ
た
(
把
謀
禁
望
)
り
、
史
生
に
任

命
さ
れ
る
(
乾
識
語
組
八
)
よ
う
な
在
地
の
有
力
者
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
・

土
浪
の
一
体
化
に
つ
れ
て
浪
人
を
夫
役
に
差
発
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
っ

た
。
こ
れ
に
は
天
長
年
間
、
泉
橋
寺
並
び
に
渡
船
仮
橋
等
の
守
護
橘
夫
と
し
て



施
入
さ
れ
た
例
(
霜
講
話
朗
攣
)
や
、
伊
勢
大
国
川
合
両
圧
に
開
発
料
と
し

て
施
入
さ
れ
た
例
(
謡
望
)
、
承
和
年
間
の
楯
列
山
陵
の
守
丁
に
差
充
て
ら
れ

た
例
(
豊
服
霜
聖
等
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
浪
人
の
夫
役
へ
の
差

配
は
原
則
的
に
は
太
政
官
符
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
な
か
に
は

承
和
九
年
大
事
大
弐
藤
原
街
が
従
来
の
恒
常
的
使
役
を
た
て
に
、
浪
人
差
配
権

の
存
続
を
太
政
官
に
認
め
さ
せ
た
(
鞘
周
語
刊
凱
)
よ
う
に
、
地
方
官
人
が
独
自

に
浪
人
を
夫
役
徴
用
し
た
り
、
先
の
泉
橋
寺
へ
の
浪
人
施
人
を
永
例
に
あ
ら
ず

と
し
て
拒
否
し
た
よ
う
に
、
浪
人
夫
役
を
自
己
の
判
断
の
下
に
お
き
、
そ
の
取

り
込
み
を
は
か
る
国
司
も
あ
っ
た
。
以
後
国
司
は
浪
人
に
対
す
る
差
配
権
を
強

化
し
、
こ
れ
を
国
街
の
夫
役
徴
発
権
と
し
て
制
度
化
し
、
国
例
化
し
て
い
く
の

で
あ
る
。

以
上
検
討
し
て
き
た
ご
と
く
、
弘
仁
天
長
期
の
浪
人
対
策
は
、
旧
来
の
人
民

支
配
の
枠
の
再
編
成
と
、
国
司
に
よ
る
部
内
人
民
を
一
括
把
捉
す
る
体
制
の
創

出
と
い
う
側
面
、
換
言
す
れ
ば
国
司
行
政
権
拡
大
の
側
面
を
示
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
浮
浪
対
策
と
な
ら
び
、
国
司
が
弘
仁
期
に
旧
来
の
身
分

制
の
枠
を
無
視
し
て
行
政
権
の
拡
大
を
企
図
し
た
も
う
一
つ
の
事
例
と
し
て
、

⑳

神
戸
へ
の
支
配
の
拡
大
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
以
下
こ
の
神
戸
対
策
に
つ
い
て
神

税
と
、
労
働
力
収
奪
の
面
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

拗
　
神
戸
に
つ
い
て

神
戸
は
公
戸
と
は
別
に
神
戸
の
名
籍
に
登
録
さ
れ
(
柚
鵠
粂
)
、
公
戸
と
同
様

に
田
租
・
調
膚
を
収
奪
さ
れ
る
(
榊
諾
)
存
在
で
あ
っ
た
が
、
収
奪
者
が
国
家

⑳

で
は
な
く
、
し
か
も
公
郷
と
は
別
に
一
般
里
制
の
枠
外
に
編
成
さ
れ
る
な
ど
、

平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

公
戸
と
は
違
っ
た
身
分
集
団
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
神
護
東
雲
元
年
の
巡
察
使

紀
広
名
の
奏
(
棚
詣
譚
昭
冗
)
に
「
公
戸
百
姓
。
時
有
琵
恩
。
寺
神
之
封
。
末
普

⑭

被
免
」
と
あ
る
ご
と
く
、
皇
澤
に
沐
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

神
戸
い
封
戸
等
の
性
格
に
関
し
、
上
田
氏
は
「
非
公
戸
故
封
戸
」
と
い
う
禄

令
食
封
粂
集
解
古
記
や
、
紀
広
名
の
奏
上
等
を
素
材
に
、
品
部
・
雑
戸
、
神
寺

封
戸
は
公
戸
か
ら
区
別
さ
れ
、
国
家
的
課
役
か
ら
解
放
さ
れ
る
代
償
に
、
本
主

⑳

に
極
度
の
従
属
を
強
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
こ
の
点
に
こ
そ

封
戸
制
の
本
質
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
封
戸
制
は
、
寺
社
貴
族
へ

の
単
な
る
禄
物
給
付
体
系
の
一
環
で
は
な
く
、
国
家
-
公
戸
と
い
う
支
配
関
係

に
対
応
し
た
封
主
-
封
戸
と
い
う
支
配
従
属
関
係
の
表
現
で
あ
っ
た
。
ま
し
て

一
般
封
戸
よ
り
本
主
に
対
す
る
隷
属
性
が
強
い
と
い
わ
れ
る
神
戸
で
は
、
そ
の

性
格
は
一
層
顕
著
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
p
し
た
が
っ
て
国
司
の
神
戸
に
対
す

る
権
限
は
、
田
租
・
庸
調
の
管
理
の
み
で
あ
り
、
神
税
を
正
税
に
混
合
し
た
り

す
る
こ
と
は
、
越
権
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

神
税
に
つ
い
て
は
、
神
祇
令
神
戸
粂
集
解
古
記
が
、
「
但
今
状
者
、
自
大
弁

至
民
部
、
民
部
至
神
祇
官
」
と
述
べ
る
ご
と
く
、
国
司
は
太
政
官
を
通
じ
て
神

祇
官
に
報
告
し
て
お
り
、
こ
れ
は
各
国
正
税
帳
(
幽
霊
監
政
)
で
、
神
税
が
他

の
田
租
と
区
別
し
て
報
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し

八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
神
税
に
充
て
か
べ
き
神
郡
の
逃
亡
百
姓
の
口
分
田

地
子
を
正
税
に
混
合
し
た
(
乾
周
購
豊
詣
聖
り
、
神
税
を
正
税
に
混
合
し
て
他

に
流
用
す
る
(
霜
購
憫
㌫
欄
八
)
な
ど
、
国
司
の
神
税
に
対
す
る
越
権
が
問
題
と

さ
れ
る
に
至
る
。
そ
こ
で
政
府
は
延
暦
廿
年
に
神
主
等
を
神
税
の
検
納
管
理
に

参
加
さ
せ
(
乾
頒
讐
誰
聖
)
、
国
司
の
権
限
を
縮
小
し
た
が
、
こ
ん
ど
は
逆
に

一
九



平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

「
而
今
所
行
。
一
委
神
主
。
不
問
所
濵
。
犯
用
任
意
」
と
い
う
(
瑚
畑
照
謂
轟
冗
)

状
態
に
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
権
限
の
縮
小
に
対
し
国
司
は
す
で
に
弘
仁
年
間
巻
き
返
し
を
開
始

し
、
越
前
国
で
は
「
与
宮
司
有
所
相
論
。
以
件
租
穀
更
納
官
庫
。
而
宮
司
無

相
争
。
専
任
国
行
」
と
(
鞋
錆
譜
詣
八
)
い
う
状
態
を
克
ち
と
り
、
伊
勢
国
で

も
弘
七
六
年
官
符
を
機
に
国
司
が
再
度
検
約
を
行
う
(
詣
璃
電
話
二
)
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
国
司
の
巻
き
返
し
は
二
例
し
か
検
出
で
き
な
い
が
、
こ
れ

以
外
に
も
各
地
で
同
様
の
事
態
が
進
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
う
し
た

背
景
を
も
と
に
、
諸
社
封
物
は
国
司
に
検
校
さ
せ
よ
と
い
う
橘
常
主
の
奏
上

(
朋
頒
欄
謂
昭
冗
)
.
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

弘
仁
期
の
国
司
が
再
度
検
納
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
表
面
上
は
令

制
の
復
活
で
あ
っ
た
が
、
内
実
は
国
司
が
神
封
戸
を
公
戸
等
と
一
括
し
て
把
握

し
て
い
く
過
程
の
表
現
で
あ
り
、
神
封
戸
に
対
す
る
支
配
強
化
の
表
現
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
次
の
神
封
戸
の
課
丁
に
対
す
る
雑
格
の
徴
発
を
検
討
す

る
こ
と
で
、
∴
層
明
確
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

先
述
し
た
ご
と
く
神
寺
封
戸
は
本
主
と
支
配
隷
属
の
関
係
に
あ
る
以
上
、
国

司
が
神
寺
封
戸
の
労
働
力
を
自
由
に
教
発
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ

の
こ
と
は
賦
役
令
封
戸
粂
集
解
古
記
が
「
仕
丁
免
課
役
。
即
給
課
役
主
耳
」
と

し
て
い
る
こ
と
や
、
同
条
集
解
穴
説
に
「
以
封
戸
不
得
差
兵
士
仕
丁
等
」
と
封

戸
課
丁
を
力
役
に
差
配
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
察
さ

⑳

れ
る
。
理
念
的
に
は
封
戸
内
の
労
働
力
も
ま
た
封
主
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
4
特
に
神
戸
は
大
神
官
話
雑
事
記
養
老
六
年
三

月
三
日
条
に
「
上
古
詩
。
為
語
第
之
者
。
専
窯
地
役
」
と
あ
る
へ
謂
望
よ
う

二
〇

に
、
神
事
に
の
み
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
。

し
か
し
現
実
に
は
弘
仁
二
年
、
神
社
の
修
理
を
神
戸
百
姓
に
課
し
、
国
司
に

巡
検
修
造
が
命
じ
ら
れ
た
(
詣
能
一
義
琶
頃
か
ら
、
国
司
の
神
戸
に
対
す
る

支
配
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
伊
勢
国
で
は
国
司
が
神
社
修
築
に
関
し
、
単

な
る
巡
検
に
留
ま
ら
ず
(
自
ら
神
戸
を
駈
任
し
て
い
る
(
箋
譜
㌫
新
年
)
こ

と
が
し
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
例
の
最
適
の
も
の
は
、
承
和
年
間
の
熱
田
神
宮

の
場
合
(
謂
』
)
で
あ
ろ
う
。

右
、
待
神
主
外
正
七
位
下
祝
部
官
麿
等
解
伯
。
件
社
井
神
宮
寺
等
、
内
縁
神

隣
営
作
雑
事
、
解
類
繁
多
、
神
戸
百
姓
須
仕
一
向
神
事
、
而
当
郡
司
等
、
或

差
往
還
逓
送
之
役
、
轟
夜
退
役
、
戎
班
給
交
易
雑
物
井
正
税
、
不
論
齋
限
強

行
刑
罰

こ
こ
で
は
郡
司
の
非
法
の
み
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
他
の
所
で
「
神
主
等

蛙
陳
此
由
。
国
郡
曽
不
行
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
司
も
郡
司
の
行
動
を

黙
認
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

熱
田
神
宮
神
戸
に
対
し
国
司
が
従
来
の
封
戸
・
公
戸
の
枠
を
無
視
し
、
正
税

や
詞
屑
物
の
未
納
を
補
完
す
る
た
め
の
交
易
雑
物
を
賦
課
し
た
り
、
飼
丁
と
し

て
官
物
運
送
に
あ
た
ら
せ
て
い
る
こ
と
は
、
神
戸
と
公
戸
の
一
体
化
を
図
っ
た

も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
類
似
し
た
こ
と
は
、
越
前
国
で
も
元
慶
年
間
ま
で

行
わ
れ
て
い
た
(
霜
鳥
詣
八
)
よ
う
で
あ
る
。

公
戸
・
神
戸
の
枠
を
無
視
す
る
動
き
は
、
承
和
年
間
越
前
で
良
峯
木
蓮
が
功

名
を
た
て
よ
う
と
し
て
、
神
戸
に
対
し
旧
例
に
よ
ら
ざ
る
政
治
を
行
お
う
と
し

た
(
報
譜
舶
欄
紅
)
こ
と
、
神
戸
籍
を
作
為
し
て
神
戸
を
宣
戸
に
移
そ
う
と
す

る
動
き
(
義
認
㌫
欄
監
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
。
神
戸
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な



国
司
の
行
政
は
、
先
の
浪
人
に
対
す
る
の
と
同
様
、
公
戸
と
の
一
体
化
を
図

り
、
旧
来
の
公
戸
中
心
の
公
民
制
の
崩
壊
に
対
応
し
て
、
部
内
人
民
を
一
括
支

⑫

配
し
よ
う
と
す
る
政
策
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

註
①
　
石
母
田
正
氏
「
古
代
の
身
分
秩
序
」
(
百
代
史
講
座
』
讐
所
収
)
、
上

田
正
昭
氏
冒
本
古
代
国
家
論
究
』
(
5
1
1
)
、
な
ど
参
喝

②
　
戸
令
居
扶
桑
で
は
移
動
を
認
め
る
規
定
が
あ
っ
た
が
全
く
自
由
で
は
あ

り
え
な
か
っ
た
。

③
　
浮
浪
逃
亡
は
令
條
や
明
法
家
の
解
釈
で
は
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際

に
は
先
学
の
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
混
同
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

◎
　
本
節
に
お
い
て
参
照
し
た
論
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
岡
本
堅
次
氏

「
古
代
浮
浪
人
考
」
　
(
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
2
-
3
)
、
村
井
康
彦
氏

冒
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
』
空
間
、
長
山
泰
孝
氏
『
律
令
負
担
体
系

の
研
究
』
和
六
、
鎌
田
元
一
氏
「
律
令
国
家
の
浮
逃
対
等
」
(
『
監
餉
霊

国
史
論
集
』
所
収
)
、
吉
村
武
彦
氏
「
日
本
古
代
に
お
け
る
律
令
制
的
農
民

支
配
の
特
質
」
　
(
一
九
七
三
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告
集
所
収
)
な

ど
。

⑤
　
逃
走
条
、
絶
貫
粂
と
も
に
、
集
解
古
記
に
よ
り
ほ
ぼ
養
老
令
と
同
趣
旨

に
復
元
で
き
る
。

⑥
　
竜
頭
に
は
「
原
作
云
、
原
イ
本
作
須
」
と
あ
る
。

⑦
　
吉
村
氏
ら
は
天
平
八
年
格
を
一
元
的
公
民
制
に
か
わ
る
二
元
的
な
農
民

支
配
方
式
の
創
出
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

⑧
　
こ
の
点
で
岡
本
氏
が
延
暦
十
六
年
勅
を
浪
人
政
策
の
転
換
点
と
さ
れ
た

平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
　
(
酉
別
府
)

こ
と
に
注
目
し
た
い
。

⑨
　
大
同
四
年
の
観
察
便
起
請
(
乾
州
駕
篭
餉
軌
)
の
中
に
も
、
浪
人
問
題
が

言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
七
に
注
目
し
た
い
。

⑲
　
戸
田
芳
実
氏
冒
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』
聖

㊥
　
林
陸
郎
氏
「
青
苗
薄
に
つ
い
て
」
　
(
日
本
歴
史
2
7
2
)
参
照
。

⑳
　
神
戸
と
神
封
戸
と
を
区
別
す
.
へ
き
か
否
か
で
問
題
が
あ
る
。
通
説
で
は

神
戸
と
封
戸
を
区
別
し
な
い
が
、
最
近
熊
田
亮
介
氏
(
恕
輝
は
時
㌢
)
が

こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
ら
れ
」
神
戸
の
従
属
性
を
強
調
さ
れ
つ
つ
両
者
を

区
別
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
し
氏
の
説
は
、
封
戸
を
単
に
経

済
的
給
付
の
意
味
し
か
も
た
な
い
も
の
と
軽
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ

た
も
の
で
あ
り
、
再
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑲
　
村
岡
蒸
氏
「
律
令
的
良
民
制
支
配
の
特
質
」
　
(
民
衆
史
研
究
1
1
)

㊥
　
た
と
え
は
天
平
宝
字
元
年
八
月
の
狙
免
除
の
際
、
寺
神
封
戸
ほ
除
外
さ

れ
て
い
る
(
響

⑯
　
註
①
所
載
論
文

⑯
　
延
書
式
(
算
出
)
に
も
「
几
神
寺
封
丁
。
不
得
瓢
衛
士
仕
丁
事
力
」
と

い
う
規
定
が
あ
る
。

⑲
　
野
田
璧
心
氏
(
㌫
甥
㌫
如
鮎
冠
腑
)
は
、
宣
命
に
表
現
さ
れ
る
公
戸

百
姓
の
用
語
を
分
析
さ
れ
、
延
暦
か
ら
天
長
に
か
け
て
、
平
民
と
品
部
・

雑
戸
、
浮
浪
人
、
仔
囚
な
ど
の
集
団
と
の
一
体
化
が
促
進
さ
れ
た
こ
と
を

指
摘
さ
れ
て
い
る
。



平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

第
四
節
　
国
司
と
中
央
政
府
と
の
関
係

以
上
三
節
に
わ
た
っ
て
諸
先
学
の
成
果
に
導
び
か
れ
つ
つ
、
土
地
制
度
、
富

豪
の
輩
対
策
、
公
民
制
の
変
質
を
素
材
に
九
世
紀
初
頭
の
政
治
基
調
に
つ
い
て

考
え
、
そ
の
結
果
、
い
づ
れ
の
政
策
に
お
い
て
も
、
延
暦
期
に
国
司
の
権
限
を

縮
小
す
る
方
向
性
を
志
向
し
て
い
た
政
府
が
、
弘
仁
期
に
国
司
を
国
内
支
配
の

中
心
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
み
せ
は
じ
め
た
こ
と
、
他
方
国
司

も
ま
た
着
々
と
国
内
政
治
を
餌
導
し
う
る
主
体
と
し
て
の
自
己
を
鍛
え
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
こ
の
時
期
の
国
司
と
中
央

政
府
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

弘
仁
・
天
長
期
の
中
央
政
府
と
国
司
と
の
関
係
に
関
す
る
最
も
有
力
か
つ
具

体
的
な
提
言
は
、
門
脇
・
佐
藤
両
氏
の
新
官
人
層
-
良
吏
体
制
論
で
あ
ろ
う
。

こ
の
新
官
人
層
-
良
更
と
い
う
、
中
央
地
方
を
結
ぶ
権
力
体
系
の
構
築
と
、
そ

の
も
と
で
の
小
農
民
把
捉
に
よ
る
政
治
的
安
定
と
い
う
指
摘
が
、
研
究
史
の
上

で
は
た
し
た
役
割
は
極
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
両
氏
の
論
拠
と
な
っ

①

た
競
卒
伝
自
体
の
問
題
や
、
「
頃
年
良
吏
之
夙
希
閲
窮
民
之
憂
不
息
」
と
い
う

史
料
(
詣
彗
詣
攣
)
の
存
在
、
弘
宗
王
の
よ
う
に
「
良
吏
」
　
「
悪
吏
」
の
二

②

面
性
を
も
つ
官
人
の
存
在
な
ど
、
課
題
は
未
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ

ら

ノ

0

ま
た
近
年
、
弘
仁
末
.
頗
長
期
に
お
け
る
太
政
官
成
員
の
中
に
政
見
上
の
相

違
を
想
定
す
る
有
力
な
見
解
や
、
新
官
入
居
の
領
袖
と
さ
れ
る
藤
原
冬
嗣
ら
の

⑥

地
坊
政
治
観
に
疑
問
を
呈
す
る
研
成
、
貴
族
屑
の
構
成
の
面
か
ら
新
官
人
体
制

の
実
現
を
疑
わ
し
め
る
よ
う
な
研
究
も
行
わ
れ
て
お
り
、
前
官
人
膚
-
良
変
体

二
二

制
自
体
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
平
安
初

期
政
治
の
全
体
的
変
遷
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

奈
良
末
の
政
治
的
混
乱
を
、
光
仁
-
桓
武
帝
の
擁
立
と
、
そ
の
も
と
へ
の
貴

族
の
結
集
と
い
う
形
で
収
拾
し
た
中
央
政
府
は
、
「
律
令
国
家
の
再
建
」
　
「
地

方
政
治
の
振
興
」
と
い
わ
れ
る
政
治
を
推
進
し
た
。
.
こ
の
時
期
の
政
治
基
調
は

前
節
ま
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、
徹
底
し
た
地
方
官
人
の
権
限
の
縮
小
と
、
現
実

の
認
識
の
上
に
た
っ
た
政
策
の
展
開
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
基
調

⑥

は
国
司
に
対
し
、
調
厨
物
専
当
官
の
設
定
、
勘
解
由
使
等
の
地
方
監
察
制
度
の

①

整
備
、
「
樵
l
役
者
。
専
任
国
司
之
自
為
。
実
非
公
家
所
考
買
。
」
と
さ
れ
た

①

(
鞋
詔
徹
毘
六
)
雑
篠
へ
の
介
入
な
ど
、
い
昼
は
強
圧
的
な
政
策
と
な
っ
て
展
開

し
た
。
こ
れ
は
「
面
で
蝦
夷
征
討
や
、
長
岡
・
平
安
遷
都
等
に
よ
る
財
政
逼
迫

に
対
応
す
る
も
の
で
、
政
府
に
と
っ
て
地
方
は
収
奪
の
対
象
に
し
か
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

延
暦
期
の
政
治
基
調
は
、
基
本
的
に
は
大
同
期
に
受
け
継
が
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
弘
仁
期
に
ほ
い
る
と
、
地
方
政
治
の
混
乱
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い

情
況
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
今
官
膵
之
貯
。
疏
有
盈
飴
。
」
と
い
う

(
譜
豊
等
)
財
政
的
な
余
裕
も
あ
っ
て
か
、
地
方
政
治
に
対
す
る
基
調
は
強
圧

的
な
側
面
が
稀
薄
と
な
り
、
国
司
を
中
心
に
地
方
の
政
治
を
再
霜
成
し
ょ
う
と

す
る
姿
勢
が
表
わ
れ
て
く
る
。

し
か
し
中
央
政
府
か
ら
み
た
現
実
の
国
司
は
、
官
物
を
盗
み
(
認
諾
彗
)
、

む
や
み
に
蛎
給
を
申
訪
(
禁
㌫
誌
)
し
て
は
、
飢
民
の
数
を
偽
り
、
拇
田
数

を
捏
造
(
鞋
諾
望
投
射
)
し
た
り
、
官
舎
溝
池
の
修
築
を
闘
怠
(
詣
票
肘
詔
龍

符
)
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
支
度
数
を
詐
増
(
詣
譜
謡
活
)
す
る
な
ど
、



不
正
の
か
ぎ
り
を
尽
し
て
お
り
、
「
然
別
禍
福
所
興
。
必
由
国
司
」
と
(
崇
独

和
朋
灰
)
国
司
に
よ
っ
て
し
か
律
令
的
秩
序
の
回
復
を
期
待
し
え
な
い
政
府
の
理

想
と
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
中
央
政
府
は
一
方
で
地
方
監
察
機

関
の
整
楠
を
模
索
す
る
と
共
に
、
逆
に
「
良
吏
」
と
い
う
理
想
像
を
創
出
す
る

に
至
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
天
長
元
年
八
月
廿
日
、
「
良
吏
」
に
地
方
政
治
の
振
興
を
託
す
こ

と
を
主
限
と
し
た
一
連
の
政
策
が
う
ち
だ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
笠
井
氏
の
整

理
に
よ
る
と
、
こ
の
一
連
の
政
策
は
以
下
の
十
五
の
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
っ

た
。

的　　的鍋的(9)(8)(7)(6)(5日4)(3)(2)(1)

択
良
更
事
(
配
等
)

迫
巡
察
使
事
(
瑚
)

順
暗
合
事
(
甜
)

革
質
避
邪
事
(
銅
)

択
国
守
事
(
鯛
)

令
諸
氏
子
孫
成
読
経
史
事
(
甜
)

国
司
公
癖
不
墳
論
定
未
納
事
(
朋
肇
)

諸
社
対
物
令
国
司
検
校
事
(
朗
肇
)

⑨

匠
勘
解
由
使
事

応
諸
国
荒
田
令
民
耕
食
事
(
紀
州
格
)

停
徴
課
欠
駒
直
事
(
朗
瓔
)

玉
階
の
前
に
お
い
て
朝
集
使
に
国
政
を
申
さ
し
め
る
こ
と
(
配
識
語
詣
酷

引
)

善
政
の
郡
領
に
五
位
を
借
叙
す
べ
き
こ
と
(
競
爛
農
完
結
年
)

平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

的
　
調
庸
違
反
の
処
罰
は
専
当
人
を
主
と
す
る
こ
と
(
乾
詔
票
詣
餉
耐
拒
)

的
介
以
上
の
秩
空
ハ
年
と
す
る
こ
と
(
競
詔
恥
禍
翻
顆
)

こ
の
一
連
の
官
符
に
つ
い
て
佐
藤
氏
は
主
と
し
て
の
伺
㈲
㊥
的
を
検
討
さ

れ
、
こ
れ
ら
は
「
良
吏
」
個
人
に
地
方
政
治
を
一
任
し
て
、
そ
の
地
方
官
を
中

央
政
府
が
監
督
す
る
体
制
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
笠

井
氏
は
巡
察
使
と
勘
解
由
使
と
い
う
異
質
な
地
方
行
政
監
察
機
関
の
存
在
に
注

目
さ
れ
、
地
方
官
に
一
定
の
独
自
性
を
与
え
よ
う
と
い
う
点
で
の
認
識
は
太
政

官
内
部
で
共
通
し
て
い
た
が
、
そ
の
地
方
官
を
い
か
に
把
握
す
る
か
を
め
ぐ
っ

て
、
政
見
を
異
に
す
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
巡
察
任
に
固
執
し

た
者
は
太
政
官
の
上
位
者
で
あ
り
、
勘
解
由
使
設
置
を
主
張
し
た
の
が
、
下
位

者
で
あ
っ
た
と
い
う
、
興
味
あ
る
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。

天
長
元
年
の
一
連
の
格
が
地
方
官
に
一
定
の
独
自
性
を
与
え
よ
.
う
ど
し
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
日
の
冬
嗣
の
奏
上
に
「
反
経
制
軍
勤
不
為
己
者
。
将
従
寛

恕
無
拘
文
法
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
認
識
は
前

節
ま
で
に
検
討
し
た
ご
と
く
弘
仁
初
年
か
ら
形
成
さ
れ
、
弘
仁
年
間
け
国
司
行

政
権
の
拡
大
に
よ
っ
て
一
層
現
実
性
を
帯
び
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
一

し
か
し
地
方
官
に
一
定
の
独
自
性
を
与
え
よ
う
と
し
た
天
長
元
年
の
政
界

で
、
笠
井
氏
が
指
摘
さ
れ
た
ご
と
く
橘
常
主
の
解
由
勘
会
制
度
を
強
化
し
ょ
う

と
す
る
政
策
が
改
ざ
ん
さ
れ
、
太
政
官
上
位
者
の
巡
察
便
派
遣
案
が
仙
川
～
何

と
一
連
の
官
符
の
形
で
発
布
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
天
長
元
年
の
地
方
政
策
の

限
界
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

常
主
の
主
張
は
刑
部
省
官
人
を
勘
解
由
使
に
起
用
し
て
強
化
徹
底
し
、
国
司

統
制
を
解
由
勘
会
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
せ
め
て
中
央
頁
納
分
だ
け
は
確
保
し

二
三



平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
西
別
府
)

よ
う
と
す
る
極
め
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
常
主
の
政
見
は
、

小
野
峯
守
が
弘
仁
十
四
年
中
央
貢
進
物
の
確
保
の
た
め
に
公
営
田
を
設
定
し
た

⑬

(
表
望
帥
麗
控
針
如
年
)
I
y
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
峯
守
の
主

張
が
「
然
則
卑
守
所
言
抑
看
取
」
上
さ
れ
つ
つ
も
結
局
は
、
「
但
古
来
所
行
。

誠
悍
卒
改
」
と
し
て
「
試
限
四
年
」
去
制
限
さ
れ
た
の
と
同
様
・
常
主
の
主
張

も
ま
た
同
趣
旨
で
改
ざ
ん
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

弘
仁
末
・
天
長
初
期
の
太
政
官
上
位
者
に
と
っ
て
政
治
は
、
右
の
弘
仁
十
四

年
謹
奏
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
故
実
を
改
変
せ
ず
・
「
夫
事
若
梧
古
。
国
別
隆

泰
。
政
帰
故
さ
す
る
(
蒜
譜
崇
投
射
)
も
の
で
あ
り
、
旧
例
の
遵
守
が
一

っ
の
理
想
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
彼
ら
が
、
政
治
は
時
令
に
従

ぇ
と
慣
行
を
重
視
し
は
じ
聖
地
方
官
監
察
に
つ
い
て
も
「
古
老
分
遣
八
使
」

と
故
実
に
な
ら
等
巡
察
使
を
派
遣
し
、
太
政
官
に
よ
る
統
制
の
面
を
強
く
打

ち
出
そ
う
と
し
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

太
政
官
が
国
司
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
方
向
は
、
天
長
元
年
に
先
立
つ
弘
仁

十
三
年
、
国
司
に
よ
る
公
役
従
事
者
数
の
申
告
に
対
し
、
「
検
其
解
文
。
戎
不

可
役
而
警
口
。
・
戎
可
役
而
漏
不
言
」
と
し
て
、
食
を
給
す
べ
き
搭
丁
の
数
を
規

定
し
た
(
鞋
耶
譜
鰍
提
聖
)
こ
と
か
ら
始
ま
り
天
長
元
年
の
的
の
官
符
で
も
、

玉
階
前
の
美
に
先
立
ち
太
政
官
の
判
断
を
入
れ
る
よ
う
に
し
た
こ
と
か
ら
も
う

か
が
わ
れ
る
。

地
方
官
の
統
制
を
太
政
官
が
主
導
的
に
行
う
た
め
、
.
天
長
二
年
に
は
、
国
司

が
使
者
に
対
拝
し
、
勘
間
を
受
け
な
い
情
況
に
対
し
「
度
時
立
制
。
古
今
牧

童
。
宜
定
使
色
以
粛
将
来
。
其
巡
察
覆
囚
検
税
交
替
幾
内
技
斑
田
問
民
苦
井
訴

等
使
。
並
准
詔
使
之
例
。
賑
給
披
損
田
池
溝
疫
死
等
使
。
猶
為
官
使
」
と
し
て

二
四

(
義
認
喆
詑
)
各
派
退
官
の
詔
使
・
官
任
の
別
を
定
め
、
そ
の
権
限
を
明
確

に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
使
は
い
づ
れ
も
当
時
の
政
治
課
題
に
対
応
し
た

⑬

も
の
で
あ
っ
た
。

巡
察
使
は
同
年
閏
七
月
廿
七
日
(
鵬
)
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
後
天
長
五
年
官
符

に
「
去
正
月
廿
七
日
詔
書
偶
。
不
達
巡
察
使
。
時
世
久
央
」
と
あ
る
(
垢
城

詰
詣
裾
)
よ
う
に
一
時
派
遣
さ
れ
な
か
っ
た
期
間
も
あ
る
が
、
天
長
年
間
に

は
あ
る
程
度
の
機
能
を
は
た
し
て
い
た
(
謂
諾
旭
震
韻
語
宗
純
)
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
他
の
諸
使
も
、
例
え
は
校
斑
田
任
が
天
長
の
斑
田
の
実
現
に
大
き

な
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
や
、
甘
南
備
真
人
高
直
卒
伝
(
堀
能
需
聖
に
「
天

長
三
年
除
常
陸
守
。
迫
訪
採
便
。
縁
前
司
犯
。
被
停
克
務
」
と
あ
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
あ
る
程
度
の
機
能
を
は
た
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
勘
解
由
使
も

機
能
の
強
化
(
認
諾
楠
譚
軌
肇
)
、
職
員
の
増
加
(
竃
譜
甜
電
撃
)
と
い
う

形
で
整
備
さ
れ
、
東
和
以
降
の
地
方
行
政
監
察
機
関
と
し
て
の
内
実
を
撃
見
て

い
く
の
で
あ
る
。

.
天
長
元
年
の
政
策
は
「
良
吏
」
と
い
う
理
想
像
に
よ
る
地
方
政
治
の
振
興
を

期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
「
頃
年
良
吏
之
夙
希
開
。
窮
民
之
憂

不
息
」
せ
い
わ
れ
る
状
態
で
あ
り
、
「
良
吏
」
体
制
の
実
現
は
理
想
に
お
わ
る

こ
と
と
な
り
、
か
く
し
て
政
府
は
調
庸
頁
進
に
お
け
る
専
当
制
の
復
活
、
国

司
権
限
た
る
雑
径
へ
の
干
渉
(
講
譜
欝
設
和
)
、
薄
地
改
修
命
令
の
強
化

(
諾
讃
票
鑑
窯
、
版
給
料
稲
の
這
化
(
詣
禁
詣
讐
な
ど
、
統
制
政

策
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
統
制
が
地
方
を
収
奪
の
対
象

と
し
て
位
喝
つ
け
、
中
央
へ
の
頁
納
物
を
確
保
す
る
た
め
の
統
制
で
あ
っ
た
こ

と
は
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
天
長
九
年
有
損
の
年
に
免
除
さ
れ



た
調
庸
雑
物
の
代
を
補
墳
す
る
た
め
に
正
税
を
用
い
て
比
国
と
の
交
易
を
承
認

し
た
こ
と
は
そ
の
最
た
る
例
で
あ
り
、
更
に
承
和
六
年
国
司
に
あ
ら
か
じ
め
損

戸
を
推
凡
℃
て
交
易
せ
よ
と
命
ず
る
(
詣
駕
詣
梱
六
)
に
至
っ
て
、
そ
の
本
質

を
み
ご
と
に
さ
ら
け
だ
し
た
の
で
あ
る
。

中
央
頁
的
物
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
政
策
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
、
統
制
策

を
放
棄
し
て
頁
的
物
を
国
司
に
請
負
わ
せ
る
と
い
う
体
制
で
あ
っ
た
。
か
く
し

て
天
長
以
降
の
政
治
は
、
国
解
の
承
認
と
い
う
形
で
一
歩
一
歩
後
退
を
続
け
、

つ
い
に
承
和
期
の
国
政
基
調
の
転
換
と
い
う
事
態
に
た
ち
至
る
の
で
あ
る
。

註
①
村
井
康
彦
氏
(
色
軌
㌫
監
博
等
)
が
指
摘
さ
れ
た
受
領
考
課
と
堤
卒
伝

と
の
関
係
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
関
口
明
・
迫
塩
千
尋

両
氏
の
な
さ
れ
た
よ
う
な
研
究
(
訟
醐
璧
加
盟
回
)
が
今
後
必
要
で
あ
ろ

え
ノ
0

②
　
弘
宗
王
は
文
花
虜
録
(
服
語
望
)
で
は
讃
岐
国
百
姓
に
訴
え
ら
れ
た

訃
卦
で
あ
る
の
に
、
三
代
実
竺
詣
抑
欝
)
で
は
.
「
大
和
守
弘
宗
王
。
頗

有
治
名
」
と
あ
る
。

③
　
笠
井
純
一
氏
「
平
安
初
期
国
司
監
察
制
度
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
」
(
ヒ

ス

ト

リ

7

7

0

)

④
　
福
井
俊
彦
氏
「
貞
親
交
者
式
の
研
究
」
(
史
観
望

⑤
　
玉
井
力
氏
「
承
和
の
変
に
つ
い
て
」
(
歴
史
学
研
究
禦

⑥
　
原
田
重
氏
「
国
司
連
座
制
変
質
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
九
州
史
学

1
0
)
、
長
旭
泰
孝
氏
『
律
令
負
担
体
系
の
研
究
』
(
聖
)
な
ど
参
照
。

⑦
　
長
山
春
草
氏
『
律
令
負
担
体
系
の
研
究
』
鞘
七
、
福
井
俊
彦
氏
「
勘
解

平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
(
酋
別
府
)

由
任
の
設
置
と
延
暦
交
替
式
」
(
日
本
歴
史
周
)
、
中
里
浩
氏
「
勘
解
由
使

に
つ
い
て
」
(
歴
史
3
6
)
な
ど
参
照
。

⑧
　
吉
田
孝
氏
「
雑
孫
の
変
質
過
程
」
(
古
代
学
1
1
-
4
)
参
照
。

⑨
　
三
代
格
狩
野
本
よ
り
笠
井
氏
が
検
証
。
・

⑲
　
こ
の
弘
仁
十
四
年
謹
奏
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
長
山
泰
孝
氏
前

掲
著
書
第
九
章
、
笠
井
純
一
氏
「
公
営
田
制
の
基
礎
的
考
案
」
(
日
本
史

研
究
1
1
1
)
参
照
。

㊥
　
巡
察
任
に
つ
い
て
は
林
陛
郎
氏
「
巡
察
使
の
研
究
」
(
『
上
代
政
治
社
会

の
研
究
』
所
収
)
参
照
。

⑫
　
巡
察
使
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
校
班
田
任
は
弘
仁
十
二
年
の
国
司
に
委

任
し
た
校
斑
田
の
失
敗
を
と
り
か
え
す
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
損
田
、
検

税
、
池
溝
使
等
は
、
前
述
の
弘
仁
十
年
五
月
十
一
日
官
符
や
後
紀
弘
仁
六

年
二
月
辛
亥
条
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
情
況
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

む
す
ぴ
に
か
え
て

、

八
世
紀
の
研
究
に
比
し
て
、
律
令
体
制
の
衰
退
期
と
い
わ
れ
る
九
世
紀
社
会

の
特
質
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
い
ま
だ
遅
々
た
る
も
の
が
あ
る
。
そ

の
原
因
の
一
つ
は
、
こ
の
時
期
を
段
階
的
に
と
ら
え
る
努
力
が
、
二
、
三
の
研

究
者
を
除
い
て
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
点
に
あ
る
が
、
よ
り
大
き
な
原
因
は
、

九
世
紀
社
会
に
;
の
政
治
社
会
と
し
て
の
独
自
性
を
み
い
だ
す
視
角
が
な
か

っ
た
点
に
あ
ろ
う
。

従
来
こ
の
百
年
間
は
、
前
半
が
桓
武
天
皇
の
個
性
が
強
力
に
発
揮
き
れ
た
律

令
制
再
建
の
時
代
、
後
半
は
摂
関
政
治
を
準
備
す
る
時
代
、
そ
し
て
そ
の
間
に

二
五



平
安
初
期
の
政
治
基
調
に
つ
い
て
　
(
酉
別
府
)

あ
る
弘
仁
～
承
和
期
は
王
朝
繁
栄
の
時
代
と
い
う
よ
う
に
、
皮
相
的
に
区
分
さ

れ
る
煩
向
が
強
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
時
期
区
分
で
は
、
各

時
期
の
特
質
と
人
民
支
配
の
体
側
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

も
は
や
九
世
紀
社
会
の
研
究
は
、
皮
相
的
時
期
区
分
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る

べ
き
段
階
に
き
て
い
る
と
考
え
る
。
本
稿
は
以
上
の
視
角
か
ら
、
九
世
紀
時
期

区
分
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
先
に
提
起
し
た
、
承
和
末
期
の
国
司
官
長
請
負
的

な
政
治
基
調
が
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
く
る
の
か
を
考
え
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
延
暦
期
の
強
圧
的
な
地
方
政
治
に
対
し
、
弘
仁
初
年
以
降
、
太

政
官
の
国
司
へ
の
依
存
が
強
ま
り
、
地
方
官
に
一
定
の
自
立
性
を
認
め
な
け
れ

ば
地
方
政
治
の
振
興
を
図
り
え
な
い
と
い
う
認
識
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
が
、

天
長
期
で
は
い
ま
だ
そ
の
認
識
が
観
念
的
な
も
の
に
留
ま
り
、
逆
に
太
政
官
の

統
制
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
弘
仁
・
天
長
期
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
九
世

紀
前
、
中
葉
の
政
治
基
調
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
現
在
ま
で
の

私
の
研
贋
は
、
太
政
官
と
、
地
方
政
治
を
運
営
す
る
国
司
と
の
関
係
に
つ
い
て

の
検
討
が
主
で
あ
り
、
国
司
の
農
民
支
配
の
実
態
に
迫
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
国
家
の
政
策
が
一

面
で
農
民
の
動
向
に
規
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
国

司
1
太
政
官
の
関
係
か
ら
、
弘
仁
～
承
和
の
各
時
期
を
位
喝
つ
け
る
こ
と
も
、

あ
な
が
ち
不
当
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
一
層
多
面
的
な
考
察
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
つ
つ
、
欄
筆
し
た
い
。

二
六

付
記
　
小
稿
は
一
九
七
五
年
一
月
広
島
大
学
文
学
研
究
科
に
提
出
し
た
修
士

論
文
の
一
部
で
あ
る
。
改
稿
補
訂
の
段
階
で
、
松
岡
久
人
、
坂
本
賞
三

両
先
生
に
多
大
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
深
謝
し
た
い
。
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A Study of Basic Governmental Policy in the

Early Heian Period
-With special reference to the Konin (SA-fr.) era-

by M. Nishibeppu

This paper is chiefly concerned with the political policy of the early Heian

period, which is regarded by most scholors as a turning point in the Heian

period. In the beginning of the Ninth Century, the Ritsuryo (#45-) Government

made much of the Kokushi's (HWJ) use of discretionary power to arrest the de-

cline of the local government system, in order to preserve aristocratic advantage.

This is shown by studing the change in the land system, Gunji (SftWJ) system,

and the system of ruling the people during the Konin era. But the cognizance
of dependency on the rule of the Kokushi was merely ideological, so inversely

the Government, in the Tenchou (^K) era, kept a light rein on the Kokushi.

As the result of it's trial and error, the Ritsuryo Government was obliged to

change it's political policy in the middle of the Ninth Century.

The Groups of Armed Civilians for Self-Defence at

the Beginning of the Southern Sung Dynasty and
the Political Process during the Chien-yen Gt&)

Era

by J. Teraji

This work is a study both on the movements of the groups of armed civilians

for self-defence during the Chien-yen, Shao-hsing (jjSR) eras, and on the political

struggle in the court of Kao-tsug (jQj^) over the appraisal of what part these

movements played.
In the chaos resulting from the Jurchin infestation with robber bands, and

the fall of the Northern Sung dynasty, villagers living in the border area be-

tween the Chin and the Sung, formed themselves into groups of armed civilians

with local officials and powerful households as leaders, in order to protect their

own life and property.
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